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訳
者
の
ま
え
が
き
（
北
涼
、
仇
池
、
宕
昌
の
歴
史
的
役
割
に
つ
い
て
）

　

今
回
は
、「
南
朝
正
史
西
戎
伝
と
『
魏
書
』
吐
谷
渾
・
高
昌
伝
の
訳
注
」（
小
谷
・
菅
沼
二
〇
一
三
）
に
引
き
続
き
、
魏
晋
南
北
朝
時
代
の

正
史
よ
り
、『
魏
書
』
沮
渠
蒙
遜
伝
、『
宋
書
』
沮
渠
蒙
遜
伝
、『
宋
書
』
氐
胡
伝
、『
南
斉
書
』
氐
・
宕
昌
伝
を
取
り
上
げ
る
。
沮
渠
蒙
遜
の

北
涼
と
、
前
回
の
訳
注
（
小
谷
・
菅
沼
二
〇
一
三
：
二
二
八
～
二
三
〇
）
で
取
り
上
げ
た
『
梁
書
』
巻
五
十
四
、
西
北
諸
戎
伝
の
氐
族
楊
氏

（
仇
池
、
武
興
）、
羌
族
梁
氏
の
宕
昌
は
、
い
ず
れ
も
交
通
の
要
衝
に
位
置
し
た
た
め
、
北
朝
（
北
魏
）
も
南
朝
（
宋
）
も
両
国
を
重
視
し
た
。

　

沮
渠
蒙
遜
（
在
位
四
〇
一
～
四
三
三
）
の
本
拠
地
姑
蔵
（
甘
粛
省
武
威
）
は
河
西
回
廊
の
中
心
に
位
置
し
、
南
北
朝
時
代
の
西
域
と
中
国

を
結
ぶ
結
節
点
で
あ
り
、
軍
事
上
、
経
済
上
の
要
衝
で
あ
っ
た
。
戦
略
的
、
経
済
的
要
地
に
位
置
す
る
北
涼
を
、
北
朝
（
北
魏
）
も
南
朝

（
宋
）
も
、
そ
し
て
北
涼
国
（
姑
蔵
）
自
身
も
重
視
し
、
特
に
南
朝
は
北
魏
を
牽
制
す
る
と
い

う
外
交
上
の
目
的
か
ら
北
涼
の
懐
柔
を
試
み
、
北
涼
に
王
号
、
爵
号
、
将
軍
号
を
授
与
し
た
。

ま
た
、
蒙
遜
が
曇
無
讖
の
パ
ト
ロ
ン
と
な
っ
て
仏
典
の
翻
訳
を
支
援
し
た
た
め
、
曇
無
讖
は
北

涼
で
『
大
般
涅
槃
経
』『
金
光
明
経
』
な
ど
を
漢
訳
し
た
（
小
田
義
久
一
九
六
八
、
杜
斗
城
一

九
九
八
）。
こ
の
た
め
北
涼
は
訳
経
事
業
の
セ
ン
タ
ー
と
な
り
、
文
化
史
上
、
仏
教
史
上
で
も

多
大
な
貢
献
を
し
た
。
氐
族
の
楊
氏
（
武
興
、
仇
池
）
は
本
拠
地
の
仇
池
（
甘
粛
省
）
に
ち
な

ん
で
仇
池
国
、
も
し
く
は
武
興
国
、
武
都
国
と
も
呼
ば
れ
る
。
仇
池
は
南
北
両
政
権
の
中
間
に

位
置
し
た
た
め
、
北
魏
は
仇
池
を
経
由
し
て
蜀
に
至
る
交
通
路
を
開
拓
す
る
目
的
で
仇
池
へ
積

極
的
に
進
出
し
、
州
や
鎮
を
設
け
て
直
接
統
治
を
試
み
、
宋
は
漢
中
（
北
魏
が
南
下
の
際
の
進

撃
路
）
を
防
衛
す
る
た
め
、
漢
中
に
隣
接
す
る
仇
池
の
掌
握
に
尽
力
し
た
（
三
崎
良
章
一
九
八

吐谷渾 

北 魏 

南 朝 
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六
、
三
崎
二
〇
〇
六
、
北
村
一
仁
二
〇
〇
九
、
三
崎
二
〇
一
二
）。
ま
た
、
宕
昌
国
は
羌
の
族
長
梁
懃
が
王
号
を
自
称
し
た
の
を
始
ま
り
と

し
、
宕
昌
（
甘
粛
省
宕
昌
県
）
を
本
拠
と
し
た
。
同
地
は
、
吐
谷
渾
の
東
、
益
州
（
四
川
省
成
都
）
の
北
方
に
位
置
し
、
河
西
回
廊
と
南
朝

を
結
ぶ
た
め
の
交
通
路
に
相
当
し
た
た
め
、
南
朝
は
宕
昌
と
の
交
渉
を
重
視
し
た
。

　

北
涼
と
仇
池
は
、
南
朝
（
宋
、
斉
）
に
と
っ
て
北
魏
を
牽
制
す
る
と
い
う
外
交
上
の
目
的
か
ら
も
重
要
で
あ
っ
た
。
宋
は
、
北
涼
、
仇
池
、

そ
れ
に
北
方
の
柔
然
、
青
海
の
吐
谷
渾
と
連
繋
し
、
北
魏
包
囲
網
を
形
成
し
て
い
た
。
吐
谷
渾
は
南
朝
と
柔
然
と
の
連
絡
路
に
相
当
し
、
吐

谷
渾
を
介
し
た
南
朝
・
柔
然
の
間
の
使
節
の
往
来
は
史
書
に
も
見
え
る
。
南
朝
は
、
吐
谷
渾
と
通
交
す
る
た
め
仇
池
を
経
由
し
た
と
思
わ
れ
、

仇
池
は
南
朝
と
吐
谷
渾
を
介
す
る
要
衝
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
南
朝
は
、
北
涼
や
西
域
に
至
る
た
め
に
も
、
仇
池
と
の
関
係
を
維
持
し

よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
南
朝
（
宋
、
斉
、
梁
）
は
、
北
涼
、
仇
池
（
武
都
）
に
王
号
、
爵
号
、
将
軍
号
を
授
与
し
た
が
、
南

朝
（
宋
、
斉
、
梁
）
は
倭
の
五
王
に
対
し
て
も
将
軍
号
、
爵
号
を
授
与
し
て
い
た
た
め
、
日
本
古
代
史
の
研
究
者
、
坂
元
義
種
氏
（
坂
元
一

九
六
九
、
坂
元
一
九
七
八
）
は
、
南
朝
（
宋
、
斉
、
梁
）
が
、
五
世
紀
に
河
南
王
（
吐
谷
渾
）、
河
西
王
（
沮
渠
氏
）、
宕
昌
王
、
武
都
王

（
仇
池
・
武
興
の
楊
氏
）
に
授
け
た
称
号
と
、
倭
の
五
王
の
称
号
を
比
較
検
討
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
北
涼
、
仇
池
、
宕
昌
は
、
南
北
両
朝
に
と
っ
て
軍
事
上
、
地
理
上
、
外
交
上
、
国
際
情
勢
上
、
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
。

な
お
、
今
回
訳
注
し
た
氐
伝
と
宕
昌
伝
に
つ
い
て
は
『
梁
書
』
巻
五
四
（
小
谷
・
菅
沼
二
〇
一
三
）
と
未
訳
の
『
魏
書
』
巻
一
〇
一
に
も
同

伝
が
存
在
す
る
。
た
だ
『
魏
書
』
巻
一
〇
一
の
原
文
は
、
は
や
く
に
散
逸
し
、
現
行
本
は
唐
代
編
纂
の
『
北
史
』
巻
九
六
か
ら
機
械
的
に
復

元
し
た
も
の
で
、『
魏
書
』
吐
谷
渾
伝
訳
注
の
際
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
北
史
の
外
国
伝
は
南
朝
系
の
史
料
（
と
り
わ
け
『
宋
書
』
の
記
事
）

を
取
り
込
ん
で
編
纂
し
て
お
り
、
独
自
の
史
料
価
値
が
少
な
い
。
今
回
は
『
魏
書
』
氐
、
宕
昌
伝
の
訳
注
を
割
愛
し
、
参
照
す
る
だ
け
に
止

め
た
。
今
回
の
訳
注
に
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
中
華
書
局
出
版
の
標
点
本
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
『
歴
代
各
族
伝
記
会
編
』
第
二
編
上
、
下
冊
、

中
華
書
局
出
版
一
九
五
八
～
九
を
随
時
参
照
し
た
。
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『
魏
書
』
巻
九
十
九
、
沮
渠
蒙
遜
伝

　

胡
人
（
匈
奴
）
の
沮
渠
蒙
遜
は
本
来
、
臨
松
廬
水
（
張
掖
の
南
）
の
出
身
で
あ
っ
た
。
そ
の
先
祖
が
匈
奴
の
左
沮
渠
と
な
っ
た
こ
と
が

あ
っ
た
の
で
、
そ
の
官
職
を
自
分
の
氏
族
名
と
し
た
の
で
あ
る
。
沮
渠
蒙
遜
は
口
先
が
う
ま
く
、
臨
機
応
変
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
天
文
学
の

知
識
に
精
通
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
諸
胡
た
ち
か
ら
信
頼
を
集
め
て
い
た
。
呂
光
（
後
涼
）
が
彼
の
伯
父
の
西
平
太
守
羅
仇
を
殺
害
し
た
の

で
、
沮
渠
蒙
遜
は
民
衆
一
万
余
人
を
集
め
、
金
山
に
屯
営
し
、
従
兄
の
晋
昌
太
守
男
成
と
と
も
に
建
康
太
守
の
段
業
を
擁
立
し
て
、
使
持
節
、

大
都
督
、
龍
驤
大
将
軍
、
涼
州
牧
、
建
康
公
と
し
、
年
号
を
神
璽
元
年
（
三
九
七
）
と
称
し
た
。
段
業
は
沮
渠
蒙
遜
を
張
掖
太
守
に
任
命
し

て
臨
池
侯
に
封
じ
、
男
成
を
輔
国
将
軍
に
任
命
し
、
軍
事
、
国
政
の
任
務
を
委
ね
た
。
段
業
は
自
ら
涼
王
を
称
し
、
沮
渠
蒙
遜
を
尚
書
左
丞

と
し
た
。
し
か
し
沮
渠
蒙
遜
の
威
望
が
大
き
い
の
を
妬
み
、
次
第
に
敬
遠
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
天
興
四
年
（
四
〇
一
）、
沮
渠
蒙
遜
は
心

に
不
安
を
抱
き
、
願
い
出
て
安
西
太
守
と
な
り
、
つ
い
で
民
衆
を
激
怒
さ
せ
る
こ
と
を
画
策
し
た
。
そ
こ
で
蒙
遜
は
、
男
成
が
反
逆
を
企
て

て
い
る
と
段
業
に
虚
偽
の
密
告
を
し
、
段
業
は
男
成
を
殺
害
し
た
。
沮
渠
蒙
遜
は
泣
い
て
民
衆
に
訴
え
、
従
兄
の
た
め
に
復
讐
を
し
た
い
と

決
意
を
述
べ
た
。
男
成
は
も
と
も
と
恩
情
の
厚
い
人
物
で
あ
り
、
民
衆
は
心
か
ら
段
業
を
恨
み
、
奮
起
し
て
、
涙
を
流
し
、
沮
渠
蒙
遜
の
命

令
に
従
っ
た
。
沮
渠
蒙
遜
は
そ
れ
に
よ
っ
て
挙
兵
し
、
段
業
を
攻
撃
し
て
殺
害
し
た
。
自
ら
使
持
節
、
大
都
督
、
大
将
軍
、
涼
州
牧
、
張
掖

公
の
職
務
を
行
い
、
年
号
を
永
安
と
改
め
、
張
掖
に
拠
点
を
構
え
た
。

　

永
興
年
間
（
四
〇
九
～
四
一
三
）
沮
渠
蒙
遜
は
姑
蔵
（
甘
粛
省
武
威
）
を
占
領
し
、
そ
こ
に
根
拠
を
遷
し
、
年
号
を
改
め
玄
始
元
年

（
四
一
二
）
と
し
た
。
そ
し
て
自
ら
河
西
王
と
称
し
、
百
官
丞
郎
以
下
を
設
置
し
た
。
頻
繁
に
北
魏
朝
廷
に
使
者
を
派
遣
し
て
朝
貢
し
た
。

沮
渠
蒙
遜
が
新
台
（
不
倫
関
係
の
暗
喩
）
で
就
寝
し
て
い
た
時
、
閹
人
（
宦
官
）
の
王
懐
祖
が
蒙
遜
に
切
り
つ
け
、
そ
の
た
め
足
に
傷
を

負
っ
た
。
沮
渠
蒙
遜
の
妻
の
孟
氏
が
王
懐
祖
を
捕
え
て
斬
殺
し
た
。
沮
渠
蒙
遜
は
、
劉
裕
（
後
の
南
朝
宋
皇
帝
）
が
姚
泓
（
後
秦
国
王
）
を
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殺
害
し
た
こ
と
を
聞
い
て
激
怒
し
た
。
そ
の
時
ひ
と
り
の
校
書
郎
が
そ
の
こ
と
を
沮
渠
蒙
遜
に
言
上
す
る
と
、「
お
前
は
劉
裕
が
関
中
に
攻

め
入
っ
た
こ
と
が
、
そ
れ
ほ
ど
嬉
し
い
の
か
」
と
言
っ
て
、
つ
い
に
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
蒙
遜
の
残
酷
さ
は
そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
泰
常
年

間
（
四
一
六
～
四
二
三
）、
蒙
遜
は
李
歆
（
西
涼
王
）
に
戦
勝
し
、
つ
い
で
敦
煌
を
滅
亡
さ
せ
た
。
そ
の
後
、
承
玄
と
改
元
し
た
（
四
二
八
）。

　

神
鹿

年
間
（
四
二
八
～
四
三
一
）、
沮
渠
蒙
遜
は
尚
書
郎
の
宗
舒
と
左
常
侍
の
高
猛
を
派
遣
し
て
朝
貢
し
、
次
の
よ
う
な
上
表
文
を
奉
っ

た
。

　
「
伏
し
て
思
い
ま
す
に
、
陛
下
は
天
性
の
叡
聖
に
て
、
そ
の
徳
は
百
王
を
超
越
し
、
そ
の
薫
陶
は
二
儀
（
天
と
地
）
と
等
し
く
、
洪
基

は
三
代
（
夏
殷
周
）
よ
り
隆
盛
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
、
時
勢
は
多
難
で
あ
り
、
畿
外
九
服
は
乱
擾
し
、
天
子
の
神
旗
は
し
ば
し
覆
わ
れ
、

車
軌
、
文
字
は
同
じ
で
な
く
、
天
下
が
統
一
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
や
が
て
上
帝
は
助
け
を
降
し
、
天
命
は
有
徳
の
人
に
帰
し
、
純

風
（
美
徳
の
教
化
）
の
鼓
が
ひ
と
た
び
打
ち
鳴
ら
さ
れ
れ
ば
、
小
人
も
顔
つ
き
を
改
め
て
、
皇
帝
に
従
う
で
し
ょ
う
。
民
衆
は
大
い
に
幸
せ

と
な
り
、
天
下
を
あ
げ
て
喜
ぶ
で
し
ょ
う
。

　

私
は
ま
こ
と
に
弱
才
で
、
と
り
た
て
た
功
績
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
幸
い
に
し
て
皇
帝
陛
下
の
重
光
に
巡
り
合
い
、
身
命
を
尽
く
し
て
お
仕

え
す
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。
自
ら
が
老
齢
に
お
よ
ん
で
も
、
こ
の
よ
う
な
盛
世
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
喜
び
、
こ
の
ま
ま
余
生
を
終

え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。
皇
帝
陛
下
の
寛
大
さ
に
甘
え
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
上
表
を
奉
り
ま
し
た
。
朝
貢
の
使
者

は
次
々
と
出
発
し
ま
し
た
が
、
遠
く
に
行
っ
た
ま
ま
、
音
信
不
通
で
誰
一
人
戻
っ
て
き
ま
せ
ん
。
使
者
は
行
路
の
難
所
、
道
中
の
危
険
に
精

通
せ
ず
、
つ
い
に
朝
廷
に
到
達
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
天
朝
が
あ
ま
り
に
も
高
貴
な
存
在
で
、
朝
貢
使
と
し
て
取
り
扱
っ
て
も
ら

え
な
か
っ
た
た
め
で
し
ょ
う
か
。
私
は
不
安
に
お
の
の
き
、
身
の
お
き
ど
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
往
年
に
侍
郎
の
郭
祇
ら
が
、
詔
書
を
戴

い
て
帰
国
し
ま
し
た
時
、
そ
の
際
は
三
接
の
恩
（
丁
寧
な
処
遇
）
に
浴
し
始
め
、
万
里
の
か
な
た
の
私
の
心
に
も
信
頼
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

今
は
、
難
局
の
名
残
も
あ
り
ま
す
が
、
よ
う
や
く
安
泰
の
兆
し
が
見
え
始
め
、
入
朝
の
勧
誘
が
強
ま
り
、
朝
貢
も
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
て
い
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ま
す
。
年
老
い
た
私
は
遠
隔
の
地
に
い
な
が
ら
、
な
お
見
捨
て
ら
れ
ず
、
仰
い
で
は
愷
悌
の
仁
（
皇
帝
陛
下
の
和
ら
い
だ
気
持
ち
）
を
受
け
、

伏
し
て
は
康
哉
の
詠
（
太
平
の
歌
）
を
踏
み
踊
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
最
近
、
商
胡
（
西
域
商
人
）
た
ち
が
や
っ
て
来
て
、
公
卿
の
書
簡
を

差
し
出
し
、
運
命
論
、
安
危
の
機
会
を
援
引
し
、
竇
融
の
知
命
の
美
（
後
漢
末
の
乱
世
に
甘
粛
の
和
平
を
保
っ
た
美
事
）
を
説
い
て
私
を
励

ま
し
ま
し
た
。
顧
み
ま
す
に
、
私
の
願
望
は
ま
こ
と
に
深
く
恐
れ
慎
む
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
何
か
と
い
い
ま
す
に
、
私
に
は
自
立
の
気
持
ち

は
な
く
、
遠
く
皇
帝
陛
下
の
庇
護
に
身
を
託
し
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
忠
誠
心
を
奉
り
、
陛
下
の
恩
情
を
受
け
た
く
思
い
ま
す
。
も
し
万
国
が

朝
廷
に
参
詣
し
、
諸
侯
が
朝
賀
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
私
は
真
っ
先
に
駆
け
つ
け
、
前
兆
を
真
っ
先
に
知
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
今

は
情
勢
な
お
多
難
で
あ
り
、
私
の
願
望
を
果
た
せ
ず
に
お
り
ま
す
。
上
表
文
を
頻
繁
に
差
し
上
げ
て
お
り
ま
す
が
、
十
分
に
気
持
ち
を
お
伝

え
で
き
ま
せ
ん
。
わ
が
身
を
国
許
に
置
い
て
は
、
真
心
を
現
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
困
惑
を
与
え
る
諸
侯
、
憂
慮
を
ひ
き
お
こ
す
公
卿
た

ち
、
そ
の
主
張
は
て
ん
で
ば
ら
ば
ら
で
あ
り
、
重
複
を
抑
制
す
る
と
は
い
え
、
共
同
し
て
補
佐
す
る
仲
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
北
極
星
を
周

り
の
星
が
支
え
る
よ
う
な
心
境
に
い
ま
だ
に
到
達
し
て
お
ら
ず
、
一
隅
に
首
を
延
し
、
四
方
の
は
ず
れ
を
低
回
す
る
だ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

私
が
符
瑞
を
歴
観
し
天
時
を
候
察
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
皇
魏
に
過
ぎ
た
る
も
の
は
な
く
、
陛
下
を
超
え
る
も
の
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
加
え

て
天
か
ら
授
か
っ
た
天
子
と
し
て
の
立
派
な
姿
、
お
よ
び
幼
年
に
し
て
皇
帝
に
即
位
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
ほ
め
歌
は
周
の
成
王
、
康
王
と
等

し
く
、
そ
の
徳
化
の
度
合
い
は
漢
の
文
帝
、
景
帝
を
超
え
て
お
り
ま
す
。
今
ま
さ
に
神
綱
を
振
る
っ
て
天
地
四
方
を
覆
い
、
玄
沢
に
注
ぎ
八

荒
を
潤
す
。
い
わ
ん
や
秦
隴
に
塗
炭
の
苦
し
み
を
経
験
し
、
今
や
た
だ
の
老
臣
と
し
て
忠
誠
を
尽
く
す
私
に
も
恩
恵
を
及
ぼ
さ
れ
ん
こ
と

を
。」

　

そ
の
後
、
沮
渠
蒙
遜
は
息
子
の
安
周
を
魏
の
朝
廷
に
内
侍
と
し
て
派
遣
し
た
（
四
三
一
）。
世
祖
は
兼
太
常
の
李
順
に
節
を
持
し
て
派
遣

し
、
沮
渠
蒙
遜
を
仮
節
に
任
命
し
侍
中
を
加
え
、
涼
州
を
都
督
さ
せ
、
西
域
羌
戎
諸
軍
事
、
太
傅
、
行
征
西
大
将
軍
、
涼
州
牧
、
涼
王
と
し

た
。
そ
の
冊
書
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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「
昔
、
わ
が
皇
祖
の
子
孫
は
黄
帝
軒
轅
か
ら
始
ま
り
、
多
く
の
優
れ
た
人
材
を
統
御
し
、
中
華
と
夷
狄
を
統
治
し
、
栄
光
を
重
ね
、
祖
先

を
辱
め
な
か
っ
た
。
太
祖
道
武
帝
（
三
八
六
～
四
〇
九
）
の
治
世
に
及
ん
で
、
機
運
に
順
応
し
、
大
業
維
新
し
て
、
天
下
を
奄
有
し
、
天
命

を
受
け
て
（
北
）
魏
を
建
国
し
た
。
つ
い
で
太
宗
（
四
〇
九
～
四
二
三
）
の
治
世
に
及
ん
で
、
国
土
を
拡
大
し
、
和
平
の
世
と
民
の
裕
福
を

実
現
し
た
。
朕
（
世
祖
太
武
帝
、
四
二
三
～
四
五
二
）
は
天
子
の
位
を
継
承
し
、
国
土
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
が
、
し
か
し
時
運
は
適
さ
ず
、

暗
雲
が
四
方
を
覆
い
、
赫
連
勃
勃
（
四
〇
七
～
四
二
五
）
が
函
谷
関
以
西
の
地
に
跋
扈
し
、
大
檀
（
柔
然
可
汗
、
四
一
四
～
四
二
九
）
が
漠

北
に
跳
梁
し
、
戎
夷
は
天
嶮
に
身
を
潜
め
、
江
淮
（
南
朝
）
は
い
ま
だ
服
従
せ
ず
、
そ
の
た
め
東
奔
西
走
し
て
、
軍
隊
も
し
ば
し
ば
出
動
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
宗
廟
霊
長
の
お
か
げ
に
よ
り
、
将
士
は
力
戦
し
、
渠
魁
を
殲
滅
し
、
獷
賊
を
震
服
さ
せ
た
。
四
方
も
よ
う
や
く
安
泰
に

向
か
い
、
内
外
と
も
に
弊
害
は
な
く
な
っ
た
。

　

王
よ
、
な
ん
じ
は
あ
ら
か
じ
め
機
運
を
認
識
し
、
深
遠
な
経
略
を
め
ぐ
ら
せ
、
朕
に
協
力
し
た
。
そ
の
功
績
は
多
大
で
あ
る
。
現
在
は
ま

さ
に
末
世
に
め
ぐ
り
合
わ
せ
、
僭
主
が
横
行
し
、
国
土
を
有
す
る
者
は
自
立
し
な
い
も
の
は
な
く
、
民
を
有
す
る
者
は
僭
称
を
犯
さ
な
い
も

の
は
な
い
。
み
な
衆
星
拱
極
の
道
（
周
囲
の
星
が
北
極
星
を
支
え
る
）
に
遵
わ
ず
、
細
流
帰
海
の
義
（
河
海
は
細
流
を
選
ば
な
い
）
を
慕
わ

な
い
。
そ
の
中
で
王
よ
、
汝
は
物
事
の
本
質
を
深
く
悟
り
、
み
な
制
度
文
物
に
の
っ
と
り
、
土
地
の
特
産
を
献
上
し
、
愛
子
を
朝
廷
に
入
侍

さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
勳
義
は
顕
著
で
あ
り
、
善
行
美
徳
が
備
わ
っ
て
い
る
。
思
う
に
、
王
よ
、
な
ん
じ
の
祖
父
と
父
は
国
土
を
有
し
、

民
を
有
し
て
、
臣
下
の
功
徳
を
論
考
褒
賞
す
る
時
は
、
当
時
、
右
に
出
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
氏
族
の
序
列
を
い
う
時
は
代
々
の
爵
位
に
も

と
づ
い
た
。
古
よ
り
帝
王
が
賢
徳
者
を
褒
賞
す
る
時
は
、
か
な
ら
ず
土
地
と
人
民
を
分
与
し
、
封
建
し
て
藩
屏
と
し
た
。
た
と
え
ば
、
周
の

成
王
が
太
公
を
東
海
に
顕
彰
し
、
襄
王
が
晋
文
公
を
南
陽
に
啓
行
さ
せ
た
よ
う
に
。
今
こ
こ
に
涼
州
の
武
威
、
張
掖
、
敦
煌
、
酒
泉
、
西
海
、

金
城
、
西
平
の
七
郡
を
割
譲
し
て
、
王
よ
、
な
ん
じ
を
そ
の
地
に
封
じ
て
涼
王
に
任
命
す
る
。
こ
こ
に
素
土
を
授
け
、
白
茅
を
補
い
与
え
、

そ
れ
を
用
い
て
、
宗
廟
を
建
て
、（
北
）
魏
の
藩
屏
と
な
り
、
盛
衰
存
亡
は
（
北
）
魏
と
昇
降
を
と
も
に
せ
よ
。
そ
れ
、
功
績
が
高
け
れ
ば
、
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爵
位
も
尊
く
、
徳
行
が
厚
け
れ
ば
、
官
位
も
重
い
も
の
と
な
ろ
う
。

　

さ
ら
に
王
よ
、
な
ん
じ
を
百
官
の
長
の
補
佐
役
と
し
、
幃
幄
で
謀
議
さ
せ
、
領
土
拡
大
の
野
心
を
抱
か
な
け
れ
ば
、
な
ん
じ
を
侯
伯
に
取

り
立
て
よ
う
。
な
ん
じ
を
太
傅
行
征
西
大
将
軍
と
し
て
、
鉞
を
杖
と
し
、
旄
旗
を
持
ち
、
河
右
（
黄
河
の
西
方
）
に
武
勇
を
振
る
わ
せ
、
遠

く
王
略
を
開
か
せ
、
辺
境
を
懐
柔
さ
せ
よ
う
。
北
は
窮
髪
（
不
毛
の
土
地
）
の
果
て
ま
で
、
南
は
庸
、
岷
江
を
極
め
、
西
は
崑
崙
山
脈
を
覆

い
、
東
は
河
曲
（
オ
ル
ド
ス
地
帯
）
に
ま
で
、
な
ん
じ
王
よ
、
こ
れ
ら
の
地
を
実
際
に
征
服
し
、
も
っ
て
皇
室
を
挟
輔
し
て
ほ
し
い
。
王
よ
、

な
ん
じ
に
建
国
を
命
じ
よ
う
。
将
相
群
卿
百
官
を
配
置
し
、
制
度
に
従
っ
て
任
命
し
、
文
官
は
刺
史
以
下
、
武
官
は
撫
軍
以
下
を
任
命
せ
よ
。

天
子
の
旌
旗
を
建
立
し
、
出
入
に
は
、
警
蹕
（
先
導
）
を
用
い
、
漢
代
初
期
の
諸
侯
王
の
故
事
に
な
ら
え
。

　

謹
め
よ
、
こ
の
先
も
、
な
ん
じ
の
職
責
を
全
う
し
、
謹
ん
で
朕
の
命
令
に
服
従
し
、
天
工
に
協
調
し
、
聖
人
君
子
の
九
徳
を
み
な
踏
み
行

わ
せ
よ
。
百
官
を
汚
す
こ
と
な
く
、
終
身
に
わ
た
っ
て
顕
徳
を
実
行
し
、
わ
が
（
北
）
魏
の
皇
祖
の
立
派
な
功
績
を
大
い
に
顕
彰
せ
よ
。」

　

以
上
は
崔
浩）

1
（

の
起
草
し
た
文
章
で
あ
る
。

　

沮
渠
蒙
遜
は
ま
た
改
元
し
、
義
和
元
年
（
四
三
一
）
と
し
た
。
北
魏
の
延
和
二
年
（
四
三
三
）
四
月
、
沮
渠
蒙
遜
は
死
没
し
た
。
北
魏
朝

廷
は
使
者
を
派
遣
し
、
葬
儀
を
監
護
さ
せ
た
。
沮
渠
蒙
遜
の
謚
号
（
お
く
り
名
）
は
武
宣
王
と
い
う
。
沮
渠
蒙
遜
の
性
質
は
淫
乱
、
忌
嫉
で

あ
り
、
刑
罰
に
お
い
て
残
忍
で
あ
っ
た
。
ま
た
家
庭
で
も
ほ
と
ん
ど
風
範
・
礼
節
が
な
か
っ
た
。

　

第
三
子
牧
犍
が
王
位
を
継
い
で
、
河
西
王
と
自
称
し
、
使
者
を
派
遣
し
て
北
魏
の
朝
命
を
請
う
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
世
祖
は
李
順
を
北
涼

に
派
遣
し
、
沮
渠
蒙
遜
の
娘
を
迎
え
て
夫
人
と
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
た
ま
た
ま
蒙
遜
の
死
に
会
い
、
牧
犍
は
蒙
遜
の
遺
志
を
受

け
て
、
妹
を
京
師
に
送
り
届
け
た
。
妹
は
右
昭
儀
を
拝
命
し
た
。
北
涼
は
改
元
し
て
永
和
元
年
（
四
三
三
）
と
し
た
（
資
治
通
鑑
巻
一
二
二
、

四
三
三
年
四
月
条
）。
世
祖
は
ま
た
李
順
を
派
遣
し
、
牧
犍
を
拝
し
て
使
持
節
、
侍
中
に
任
命
し
、
涼
・
沙
・
河
三
州
を
都
督
さ
せ
、
西
域

羌
戎
諸
軍
事
、
車
騎
将
軍
、
開
府
儀
同
三
司
に
任
じ
、
西
戎
校
尉
、
涼
州
刺
史
、
河
西
王
を
領
護
さ
せ
た
。
牧
犍
は
功
績
に
よ
る
授
賞
が
な
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い
の
で
、
李
順
を
北
涼
に
留
め
置
き
、
上
表
し
て
安
西
も
し
く
は
平
西
将
軍
の
称
号
を
賜
り
た
い
と
請
う
た
が
、
ね
ん
ご
ろ
に
詔
を
下
し
て

許
可
し
な
か
っ
た
。
牧
犍
は
世
祖
の
妹
の
武
威
公
主
を
め
と
り
、
そ
の
宰
相
の
宋
繇
を
派
遣
し
て
表
謝
し
、
馬
五
百
匹
と
黄
金
五
百
斤
を

献
上
し
た
。
宋
繇
は
ま
た
表
を
奉
り
、
公
主
お
よ
び
牧
犍
の
母
に
妃
后
の
称
号
を
定
め
て
ほ
し
い
と
請
う
た
。
北
魏
朝
廷
で
は
議
論
し
て
、

「
母
は
子
を
以
て
貴
き
と
し
、
妻
は
夫
の
爵
に
従
う
と
い
う
。
牧
犍
の
母
は
河
西
国
太
后
と
し
、
公
主
は
そ
の
国
内
で
は
王
后
と
称
し
て
よ

ろ
し
い
。
た
だ
、
京
師
で
は
従
来
通
り
公
主
と
称
す
れ
ば
い
か
が
で
し
ょ
う
か
」
と
答
え
た
。
詔
を
下
し
、
そ
れ
に
従
っ
た
。
牧
犍
は
そ
の

将
軍
の
沮
渠
旁
周
を
派
遣
し
、
京
師
に
参
内
さ
せ
た
。
世
祖
は
侍
中
の
古
弼
、
尚
書
の
李
順
を
派
遣
し
て
そ
の
侍
臣
た
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地

位
に
応
じ
て
衣
服
を
賜
与
し
、
あ
わ
せ
て
世
子
の
封
壇
を
召
し
て
入
侍
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
牧
犍
は
封
壇
を
派
遣
し
て
京
師
に
参
内

さ
せ
た
。

　

太
延
五
年
（
四
三
九
）、
世
祖
は
尚
書
の
賀
多
羅
を
涼
州
に
派
遣
し
、
噂
の
真
相
を
確
か
め
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
牧
犍
は
北
魏
の
藩
屏

と
称
し
、
朝
貢
を
続
け
る
け
れ
ど
も
内
実
は
背
信
行
為
が
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
世
祖
は
北
涼
に
親
征
す
る
こ
と
に
し
た
。
公
卿
に
詔
を
下
し
、

牧
犍
を
詰
問
す
る
書
状
を
作
ら
せ
た
。

　
「
王
よ
、
な
ん
じ
は
北
魏
の
正
朔
を
奉
じ
な
が
ら
（
北
魏
の
臣
民
で
あ
る
）、
内
で
は
身
分
不
相
応
に
お
ご
り
た
か
ぶ
り
、
僭
称
を
放
棄
し

て
い
な
い
。
そ
れ
が
罪
の
第
一
で
あ
る
。
民
籍
地
図
を
公
府
に
提
出
せ
ず
、
任
土
作
貢
（
土
地
に
応
じ
て
貢
賦
の
品
種
と
額
を
定
め
る
）
を

司
農
に
納
め
て
い
な
い
。
そ
れ
が
罪
の
第
二
で
あ
る
。
す
で
に
北
魏
よ
り
王
爵
を
授
与
さ
れ
な
が
ら
、
南
朝
か
ら
も
同
じ
爵
位
を
受
け
、
両

王
朝
を
手
玉
に
取
り
、
両
立
し
な
い
寵
愛
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
が
罪
の
第
三
で
あ
る
。
朝
廷
の
志
が
遠
方
の
民
を
招
致
す
る
こ

と
で
あ
る
（
懐
遠
）
と
知
り
な
が
ら
、
そ
の
聖
略
に
背
き
、
商
胡
（
西
域
商
人
）
に
過
酷
な
税
を
課
し
、
旅
人
の
往
来
を
断
絶
さ
せ
る
。
そ

れ
が
罪
の
第
四
で
あ
る
。
西
域
の
人
々
に
対
し
、
自
分
の
勢
力
を
大
言
壮
語
す
る
。
そ
れ
が
罪
の
第
五
で
あ
る
。
自
分
の
領
土
に
坐
し
て
自

強
を
は
か
り
、
入
朝
し
よ
う
と
し
な
い
。
そ
れ
が
罪
の
第
六
で
あ
る
。
北
は
柔
然
（
叛
虜
）
と
結
託
し
、
南
は
氐
族
の
楊
氏
（
仇
池
）
を
仲
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間
に
引
き
入
れ
、
吐
谷
渾
（
谷
軍
）
と
同
盟
し
、
お
互
い
に
提
携
し
て
悪
事
を
働
く
。
そ
れ
が
罪
の
第
七
で
あ
る
。
詔
勅
を
受
け
な
が
ら
、

度
を
過
ぎ
て
征
や
鎮
を
授
与
す
る
。
そ
れ
が
罪
の
第
八
で
あ
る
。
敵
の
無
事
を
喜
び
、
北
魏
の
敗
北
を
幸
い
と
し
、
ま
た
王
使
を
侮
辱
し
、

待
遇
に
礼
儀
を
欠
く
。
そ
れ
が
罪
の
第
九
で
あ
る
。
す
で
に
北
魏
の
帝
室
と
婚
姻
を
結
び
、
そ
の
寵
愛
は
そ
れ
ま
で
の
功
績
を
超
え
た
も
の

で
あ
る
の
に
、
今
、
欲
情
を
ほ
し
い
ま
ま
に
、
嫂
（
兄
嫁
）
と
淫
ら
な
こ
と
を
す
る
。
そ
れ
が
罪
の
第
十
で
あ
る
。
す
で
に
夫
婦
の
体
裁
を

外
れ
、
婚
姻
の
義
を
尊
重
せ
ず
、
公
に
酖
毒
を
用
い
て
、
公
主
を
殺
害
し
よ
う
と
図
っ
た
。
そ
れ
が
罪
の
第
十
一
で
あ
る
。
王
使
の
防
備
、

関
要
の
候
守
に
、
そ
れ
が
仇
で
あ
る
が
ご
と
く
み
な
す
。
そ
れ
が
罪
の
第
十
二
で
あ
る
。

　

臣
下
と
し
て
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
最
初
に
命
令
を
下
し
、
そ
れ
が
聞
き
い
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ

の
後
に
誅
罰
す
る
。
そ
れ
が
王
者
の
道
で
あ
る
。
も
し
王
が
自
ら
群
臣
た
ち
を
率
い
て
委
贄
（
束
ね
た
ほ
し
肉
を
地
面
に
置
く
）
し
て
郊
外

に
ま
で
出
迎
え
、
皇
帝
の
馬
首
に
拝
謁
す
れ
ば
、
そ
れ
が
上
策
で
あ
る
。
皇
帝
の
六
軍
が
す
で
に
王
城
に
臨
み
、
そ
の
時
に
な
っ
て
後
ろ
手

に
縛
り
、
棺
を
背
負
っ
て
降
伏
す
る
（
面
縛
輿
櫬
）
な
ら
ば
、
そ
れ
は
次
策
で
あ
る
。
も
し
窮
城
を
守
迷
し
て
悔
悛
す
る
時
機
を
失
す
れ
ば
、

自
身
の
死
の
み
な
ら
ず
一
族
皆
殺
し
と
な
り
、
前
例
の
な
い
大
殺
戮
と
な
る
。
以
上
の
う
ち
自
分
に
と
っ
て
最
善
の
策
を
選
択
す
る
が
よ

い
。」

　

北
魏
の
軍
隊
が
黄
河
を
渡
り
き
る
と
、
牧
犍
は
「
何
故
こ
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
の
か
」
と
い
っ
た
。
左
丞
の
姚
定
国
の
計
略
に
よ
り
、

あ
え
て
城
か
ら
出
て
迎
え
よ
う
と
は
せ
ず
、
蠕
蠕
（
柔
然
）
に
救
い
を
求
め
た
。
ま
た
、
弟
の
董
来
に
兵
一
万
余
人
を
ひ
き
い
て
都
城
南
郊

で
北
魏
軍
に
応
戦
さ
せ
た
が
、
敗
退
し
た
。
皇
帝
の
車
駕
は
姑
蔵
（
武
威
）
ま
で
到
達
す
る
と
、
使
者
を
派
遣
し
て
牧
犍
に
城
か
ら
出
て
く

る
よ
う
に
諭
し
た
。
牧
犍
は
蠕
蠕
が
北
魏
領
内
の
善
無
（
平
城
の
西
）
に
侵
攻
し
、
幸
い
そ
の
た
め
世
祖
太
武
帝
が
退
却
し
た
こ
と
を
聞
き
、

籠
城
自
守
を
決
め
込
ん
だ
。
し
か
し
牧
犍
の
兄
の
子
、
祖
が
城
を
脱
出
し
て
降
伏
し
て
き
た
の
で
、
城
内
の
実
情
が
こ
と
ご
と
く
知
ら
れ
、

そ
こ
で
世
祖
は
ふ
た
た
び
軍
隊
を
率
い
て
進
攻
し
た
。
牧
犍
の
兄
の
子
、
万
年
が
部
下
を
率
い
て
降
伏
し
て
き
た
。
城
は
陥
落
し
、
牧
犍
は
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左
右
の
文
武
官
ら
と
と
も
に
、
面
縛
請
罪
（
後
ろ
手
に
縛
り
、
罪
の
許
し
を
請
う
）
し
、
降
伏
し
た
。
詔
を
下
し
、
そ
の
縛
め
を
解
か
せ
た
。

涼
州
の
民
三
万
余
家
を
京
師
（
山
西
省
大
同
）
へ
強
制
徙
住
さ
せ
た
。

　

そ
れ
よ
り
前
の
こ
と
、
太
延
年
間
（
四
三
五
～
四
三
九
）、
一
人
の
父
老
が
現
れ
、
書
状
を
敦
煌
城
の
東
門
に
投
げ
込
み
、
忽
然
と
姿
が

見
え
な
く
な
っ
た
。
そ
の
書
状
一
紙
に
は
八
字
が
記
さ
れ
て
い
た
。「
涼
王
三
十
年
、
も
し
く
は
七
年
」
と
。
ま
た
落
雷
の
跡
か
ら
見
つ

か
っ
た
石
に
は
、
丹
書
で
「
河
西
、
河
西
は
三
十
年
、
も
し
帯
石
を
破
壊
す
れ
ば
、
七
年
の
治
世
」
と
。
帯
石
と
は
山
名
で
、
姑
蔵
（
武

威
）
の
南
に
あ
っ
た
。
そ
の
山
祠
の
傍
ら
が
土
石
流
で
埋
ま
り
、
通
行
不
能
で
あ
っ
た
。
牧
犍
は
征
南
大
将
軍
の
董
来
に
言
っ
た
。「
祠
に

知
覚
な
ど
あ
る
も
の
か
」
と
。
つ
い
に
祠
堂
を
破
壊
し
、
木
を
伐
採
し
て
道
を
通
じ
さ
せ
前
進
し
た
。
牧
犍
が
即
位
し
て
果
た
し
て
七
年
目

で
滅
亡
し
た
。
ま
さ
に
予
言
の
通
り
と
な
っ
た
。

　

牧
犍
は
嫂
（
兄
嫁
）
の
李
氏
（
尹
）
と
不
倫
の
関
係
を
も
ち
、
兄
弟
三
人
も
つ
ぎ
つ
ぎ
と
彼
女
を
愛
妾
と
し
た
。
李
氏
と
牧
犍
の
姉
が
共

謀
し
、
公
主
（
世
祖
の
妹
）
を
毒
殺
し
よ
う
と
し
た
。
世
祖
太
武
帝
は
解
毒
医
師
を
駅
伝
の
馬
に
よ
っ
て
公
主
を
救
わ
せ
、
一
命
を
取
り
と

め
た
。
世
祖
は
李
氏
（
尹
）
を
召
喚
し
た
が
、
牧
犍
は
引
き
渡
す
こ
と
を
せ
ず
、
李
氏
を
酒
泉
に
移
し
、
手
厚
く
待
遇
し
た
。
世
祖
は
た
い

そ
う
立
腹
し
た
。
世
祖
は
や
が
て
北
涼
を
征
服
し
た
が
、
牧
犍
に
対
し
て
な
お
妹
婿
と
し
て
待
遇
し
た
。
そ
の
母
が
死
ね
ば
、
王
太
妃
の
礼

で
も
っ
て
葬
儀
を
営
ま
せ
た
。
ま
た
故
沮
渠
蒙
遜
の
た
め
に
は
墓
守
と
し
て
三
十
家
を
あ
て
が
っ
た
。
改
め
て
牧
犍
に
征
西
大
将
軍
を
授
け
、

王
の
地
位
は
も
と
の
ま
ま
と
し
た
。

　

そ
れ
よ
り
さ
き
、
官
軍
（
北
魏
軍
隊
）
が
ま
だ
北
涼
の
国
都
に
侵
入
を
開
始
す
る
以
前
、
牧
犍
は
人
を
使
っ
て
府
庫
の
扉
を
叩
き
壊
さ
せ
、

そ
し
て
金
銀
珠
玉
、
お
よ
び
珍
奇
の
器
物
を
と
り
だ
し
、
そ
の
あ
と
、
扉
を
開
け
た
ま
ま
放
置
し
た
。
民
衆
の
幾
人
か
が
府
庫
に
盗
み
に
入

り
、
宝
物
の
大
小
を
問
わ
ず
、
こ
と
ご
と
く
持
ち
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
北
魏
の
役
人
が
盗
人
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
が
、
不
可
能
で
あ
っ
た
。

真
君
八
年
（
四
四
七
）、
盗
人
の
知
り
合
い
や
宝
物
を
守
蔵
す
る
も
の
が
密
告
し
て
き
た
。
世
祖
は
そ
の
事
実
を
徹
底
的
に
糾
明
し
、
盗
人
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た
ち
の
家
を
捜
索
し
、
隠
匿
し
て
い
た
器
物
を
す
べ
て
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
牧
犍
父
子
が
毒
薬
を
多
く
蓄
え
、
そ
れ
を
使
っ

て
秘
密
裏
に
百
あ
ま
り
の
人
を
毒
殺
し
た
と
告
げ
る
も
の
が
あ
り
、
さ
ら
に
牧
犍
の
姉
妹
は
み
な
左
道
を
実
践
し
、
集
団
で
淫
乱
行
為
を
行

い
、
恥
じ
る
様
子
が
な
い
と
い
う
。
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
罽
賓
（
ガ
ン
ダ
ー
ラ
）
の
沙
門
、
曇
無
讖
が
東
方
に
旅
し
て
鄯
善
に
入
国
し
た
。
そ

し
て
自
ら
「
鬼
神
を
駆
使
し
て
病
気
を
治
療
し
、
婦
人
を
多
産
に
す
る
こ
と
で
き
る
」
と
い
う
。
鄯
善
王
の
妹
の
曼
頭
陀
林
と
私
通
し
、
そ

れ
が
発
覚
し
て
涼
州
に
逃
亡
し
て
き
た
。
沮
渠
蒙
遜
は
彼
を
寵
愛
し
、「
聖
人
」
と
呼
ん
で
い
た
。
曇
無
讖
は
男
女
交
接
の
術
を
婦
人
た
ち

に
教
授
し
た
。
沮
渠
蒙
遜
の
娘
た
ち
、
息
子
の
妻
た
ち
は
、
み
な
曇
無
讖
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
。
世
祖
太
武
帝
は
旅
人
か
ら
曇
無
讖
の
術

の
う
わ
さ
を
聞
き
、
曇
無
讖
を
召
そ
う
と
し
た
が
、
沮
渠
蒙
遜
は
曇
無
讖
を
差
し
出
そ
う
と
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
や
が
て
曇
無
讖
の
所
行

が
暴
露
さ
れ
る
と
、
訊
問
の
末
、
殺
害
し
て
し
ま
っ
た）

2
（

。
世
祖
は
そ
の
こ
と
を
聞
き
知
る
と
、
昭
儀
沮
渠
氏
（
牧
犍
の
妹
）
に
死
を
賜
い
、

そ
の
一
族
を
誅
殺
し
た
。
た
だ
、
万
年
と
祖
の
二
人
は
早
く
に
降
伏
し
て
い
た
の
で
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
年
、
あ
る
人
が
牧
犍
は
な
お
北
涼
時
代
の
旧
臣
民
と
交
流
し
あ
っ
て
謀
反
を
企
て
て
い
る
と
密
告
し
た
の
で
、
司
徒
の
崔
浩
に
詔

を
下
し
、
妻
の
公
主
邸
宅
で
死
を
賜
わ
ら
せ
た
。
牧
犍
は
公
主
と
長
い
時
間
を
か
け
て
訣
別
の
辞
を
の
べ
た
あ
と
、
自
殺
を
遂
げ
た
。
葬
儀

は
王
礼
で
行
い
、
諡
を
哀
王
と
し
た
。
公
主
が
死
没
し
た
時
、
詔
を
下
し
て
牧
犍
と
合
葬
さ
せ
た
。
公
主
に
は
男
子
が
な
く
、
女
子
だ
け
で

あ
っ
た
が
、
国
甥
（
皇
室
の
女
婿
）
が
親
し
く
寵
愛
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の
女
性
に
母
の
爵
位
を
踏
襲
さ
せ
て
武
威
公
主
と
し
た
。

　

沮
渠
蒙
遜
の
子
の
秉
は
、
あ
ざ
な
を
季
義
と
い
っ
た
。
世
祖
太
武
帝
は
、
そ
の
父
が
沮
渠
蒙
遜
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
東
雍
州
刺
史
に
任

命
し
た
。
秉
は
ひ
ね
く
れ
も
の
で
、
事
を
お
こ
し
や
す
い
性
格
で
あ
っ
た
。
太
平
真
君
年
間
（
四
四
〇
～
四
五
一
）、
つ
い
に
河
東
蜀
の
薛

安
都
と
と
も
に
謀
反
を
図
り
、
捕
え
ら
れ
て
京
師
に
連
行
さ
れ
、
そ
の
兄
弟
に
引
き
渡
し
、
扼
殺
さ
せ
た
。
万
年
と
祖
と
は
早
く
に
降
伏
し

て
き
た
こ
と
で
、
万
年
は
安
西
将
軍
、
張
掖
王
を
、
祖
は
広
武
公
を
拝
命
し
て
い
た
。
万
年
は
後
に
冀
・
定
二
州
刺
史
と
な
っ
た
が
、
や
は

り
謀
逆
の
罪
に
連
坐
し
、
祖
と
と
も
に
処
刑
さ
れ
た
。
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そ
の
さ
き
、
牧
犍
が
北
魏
軍
に
敗
北
し
た
時
、
牧
犍
の
弟
で
楽
都
太
守
で
あ
っ
た
安
周
は
南
方
の
吐
谷
渾
の
も
と
へ
亡
命
し
た
。
世
祖
は

鎮
南
将
軍
の
奚
眷
を
派
遣
し
て
討
伐
さ
せ
た
。
牧
犍
の
弟
で
酒
泉
太
守
の
無
諱
は
晋
昌
（
瓜
州
）
へ
奔
走
し
た
。
そ
こ
で
世
祖
は
弋
陽
公
の

元
絜
に
酒
泉
を
鎮
守
さ
せ
た
。
太
平
真
君
の
初
年
（
四
四
〇
）、
無
諱
が
酒
泉
を
包
囲
し
た
。
元
絜
は
無
諱
を
軽
視
し
、
城
を
出
て
話
し
合

い
に
応
じ
、
無
諱
に
捕
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
元
絜
の
部
下
た
ち
は
団
結
し
て
籠
城
固
守
し
た
が
、
無
諱
は
な
お
も
包
囲
を
続
け
た
の
で
、
や

が
て
食
糧
が
尽
き
、
無
諱
に
よ
っ
て
陥
落
さ
せ
ら
れ
た
。
無
諱
は
ま
た
張
掖
を
包
囲
し
た
が
、
征
服
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
臨
松
に
退
却
し
、

や
が
て
晋
昌
に
還
っ
た
。
世
祖
は
詔
を
下
し
、
無
諱
を
慰
喩
し
た
。
当
時
、
永
昌
王
の
健
が
涼
州
に
鎮
守
し
て
お
り
、
無
諱
は
そ
の
中
尉
の

梁
偉
を
健
の
も
と
に
派
遣
し
、
酒
泉
を
奉
還
し
た
い
と
申
し
出
で
、
ま
た
捕
え
て
い
た
元
絜
お
よ
び
そ
の
統
帥
兵
士
を
健
の
軍
に
送
還
し
た
。

太
平
真
君
二
年
（
四
四
一
）
春
、
世
祖
は
兼
鴻
臚
に
節
を
持
た
せ
、
無
諱
を
征
西
大
将
軍
、
涼
州
牧
、
酒
泉
王
に
冊
立
し
た
。
つ
い
で
、
無

諱
が
ふ
た
た
び
叛
逆
を
企
て
た
こ
と
を
理
由
に
、
ま
た
鎮
南
将
軍
と
南
陽
公
の
奚
眷
を
派
遣
し
て
酒
泉
を
討
伐
し
、
征
服
し
た
。
無
諱
は
つ

い
に
流
沙
を
横
断
し
て
逃
亡
す
る
こ
と
を
考
え
、
ま
ず
安
周
に
西
方
の
鄯
善
を
攻
撃
さ
せ
た
。
鄯
善
王
は
恐
懼
し
て
降
伏
し
よ
う
と
し
た
が
、

た
ま
た
ま
そ
こ
に
北
魏
の
使
者
が
居
合
わ
せ
、
説
得
し
て
拒
守
さ
せ
た
（『
魏
書
』
西
域
伝
、
鄯
善
国
条
）。
安
周
は
波
状
攻
撃
を
か
け
た
が
、

つ
い
に
降
伏
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
退
却
し
て
東
城
に
陣
取
っ
た
。
三
年
（
四
四
二
）
春
、
鄯
善
王
の
比
龍
は
西
の
且
末
へ
逃
亡
し
た
。

そ
の
世
子
は
安
周
に
服
従
し
、
鄯
善
は
大
混
乱
に
陥
っ
た
。
無
諱
は
つ
い
に
流
沙
を
渡
り
終
え
た
が
、
士
卒
の
大
半
が
渇
き
で
死
亡
し
た
。

無
諱
は
よ
う
や
く
鄯
善
に
拠
点
を
築
く
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
れ
に
先
立
っ
て
高
昌
太
守
の
闞
爽
が
李
宝
（
西
涼
王
李
暠
の
孫
）
の
舅
の
唐
契
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
た
。
ち
ょ
う
ど
無
諱
が
鄯
善
に
到

達
し
た
こ
と
を
聞
き
、
使
者
を
派
遣
し
て
偽
り
の
降
伏
を
し
た
。
そ
れ
は
無
諱
と
唐
契
を
お
互
い
に
戦
わ
せ
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
無

諱
は
安
周
を
鄯
善
に
留
め
お
い
て
、
焉
耆
を
経
由
し
て
東
北
の
高
昌
に
向
か
っ
た
。
た
ま
た
ま
蠕
蠕
が
唐
契
を
殺
害
し
て
し
ま
っ
た
。
闞
爽

が
無
諱
の
進
撃
に
対
し
て
防
戦
に
あ
た
っ
た
が
、
無
諱
は
衛
興
奴
を
派
遣
し
、
偽
っ
て
闞
爽
を
誘
い
出
し
、
つ
い
に
城
を
全
滅
さ
せ
た
。
闞
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爽
は
蠕
蠕
へ
亡
命
し
、
無
諱
は
高
昌
に
留
ま
っ
た
。
五
年
（
四
四
四
）
夏
、
無
諱
が
病
死
し
、
代
わ
っ
て
安
周
が
高
昌
王
と
な
っ
た
が
、
そ

の
後
、
蠕
蠕
国
に
よ
っ
て
併
合
さ
れ
た
。

　

編
者
（
史
臣
）
が
い
う
。
周
の
徳
が
衰
退
し
、
戦
国
の
七
雄
が
競
っ
て
対
峙
し
、
中
国
は
み
な
分
裂
状
態
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力
が

天
子
の
座
を
伺
っ
た
（
睥
睨
尊
極
）。
こ
う
し
て
、
前
涼
の
張
寔
な
ど
に
な
る
と
、
中
華
と
夷
狄
の
境
界
に
介
在
し
た
。
そ
の
地
は
実
に
か

つ
て
の
西
戎
住
地
で
あ
っ
た
。
大
い
に
勢
い
強
大
さ
を
競
い
あ
い
、
内
心
で
は
傲
慢
さ
を
抱
い
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
限
度
を
知
ら
な

い
こ
と
は
、
こ
れ
ほ
ど
甚
だ
し
い
も
の
は
な
い
。
蛇
虺
が
共
食
い
し
て
、
最
後
に
は
捕
ら
わ
れ
て
殺
さ
れ
る
の
も
、
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ

ろ
う
。注（

1
）
沮
渠
蒙
遜
の
北
涼
国
の
存
亡
に
大
き
く
か
か
わ
っ
た
重
臣
に
、
こ
の
崔
浩
と
李
順
の
二
人
が
お
り
、『
魏
書
』
巻
三
五
と
巻
三
六
の
両
人
の

列
伝
に
は
、
本
伝
に
は
見
え
な
い
記
述
が
あ
る
。
李
順
は
沮
渠
蒙
遜
の
も
と
に
前
後
十
二
回
使
者
と
し
て
赴
い
て
お
り
、
現
地
の
地
理
、
北

涼
国
の
内
情
に
詳
し
か
っ
た
。
し
か
し
沮
渠
蒙
遜
の
巧
み
な
独
立
工
作
に
丸
め
ら
れ
て
、
正
し
く
朝
廷
に
実
状
を
報
告
し
な
か
っ
た
お
そ
れ

が
あ
る
。
世
祖
太
武
帝
が
沮
渠
蒙
遜
の
死
後
、
北
涼
討
伐
を
企
て
た
時
、
李
順
ら
は
北
涼
（
姑
蔵
）
周
辺
に
は
水
草
が
乏
し
く
、
軍
馬
の
維

持
が
不
可
能
と
し
て
遠
征
に
反
対
し
た
。
し
か
し
崔
浩
は
『
漢
書
』
地
理
志
を
ひ
い
て
、
水
草
は
豊
富
で
あ
り
、
李
順
ら
は
北
涼
側
か
ら
わ

い
ろ
を
受
け
取
っ
て
い
る
と
非
難
し
た
。
結
果
的
に
は
崔
浩
の
意
見
が
正
し
く
、
北
魏
は
北
涼
を
滅
亡
さ
せ
（
四
三
九
）、
以
後
、
西
域
貿
易

の
利
権
は
北
魏
に
掌
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
前
田
正
名
一
九
六
九
に
詳
し
い
）。

（
2
）
曇
無
讖
に
つ
い
て
の
仏
教
側
の
資
料
は
、『
出
三
蔵
記
集
』
巻
一
四
、『
高
僧
伝
』
巻
二
に
存
在
す
る
。
本
伝
と
は
異
な
る
曇
無
讖
の
仏
教

僧
と
し
て
の
業
績
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。『
高
僧
伝
』
の
翻
訳
は
吉
川
忠
夫
・
船
山
徹
二
〇
〇
九
、
第
一
冊
二
一
一
～
二
三
五
頁
。
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『
宋
書
』
巻
九
十
八　

大
且
渠
蒙
遜
伝

　

大
且
渠
蒙
遜
は
張
掖
の
臨
松
廬
水
の
胡
人
で
あ
っ
た
。
匈
奴
に
は
左
且
渠
と
右
且
渠
の
官
職
が
あ
り
、
蒙
遜
の
祖
先
が
こ
の
官
職
に
つ
き
、

羌
族
の
酋
豪
は
「
大
」
と
呼
ば
れ
た
。
そ
れ
故
、
且
渠
は
そ
の
爵
位
か
ら
と
っ
た
氏
族
名
で
あ
り
、
そ
れ
に
酋
豪
の
「
大
」
を
頭
に
付
け
た

も
の
で
あ
る
。
代
々
、
廬
水
（
黒
河
）
の
流
域
に
居
住
し
て
酋
豪
と
な
っ
て
い
た
。
蒙
遜
の
高
祖
の
暉
仲
帰
と
曾
祖
父
の
遮
は
ど
ち
ら
も
雄

健
で
、
勇
名
を
は
せ
た
。
祖
父
の
祁
復
延
は
（
東
晋
か
ら
）
狄
（
北
）
地
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
。
蒙
遜
の
父
法
弘
は
そ
の
爵
位
を
踏
襲
し
、
前

秦
の
苻
氏
は
蒙
遜
の
父
を
中
田
護
軍
に
任
命
し
た
。

　

蒙
遜
は
、
父
に
代
わ
っ
て
部
曲
（
私
兵
、
部
民
）
を
領
有
し
た
。
蒙
遜
は
勇
気
、
智
略
が
あ
り
、
利
害
損
得
の
判
断
に
た
け
、
諸
胡
か
ら

信
望
を
得
た
。
呂
光
（
後
涼
太
祖
、
三
八
六
～
三
九
九
）
は
涼
州
（
武
威
）
に
お
い
て
自
ら
王
と
名
の
り
、
蒙
遜
に
営
人
（
私
兵
）
を
率
い

さ
せ
、
箱
直
（
宮
殿
の
警
護
）
に
あ
た
ら
せ
た
。
ま
た
蒙
遜
の
叔
父
、
羅
仇
を
西
平
太
守
と
し
た
。
東
晋
安
帝
の
隆
安
三
年
（
三
九
九
）
春
、

呂
光
は
息
子
の
鎮
東
将
軍
の
纂
に
羅
仇
を
率
い
さ
せ
、
枹
罕
虜
の
乞
佛
乾
帰
を
討
伐
さ
せ
た
。
し
か
し
乾
帰
に
よ
っ
て
撃
退
さ
せ
ら
れ
た
。

呂
光
は
、
敗
北
の
罪
を
羅
仇
に
な
す
り
つ
け
、
殺
害
し
た
。
四
月
、
蒙
遜
は
羅
仇
の
遺
骸
を
貰
い
受
け
て
還
り
、
葬
儀
を
と
り
お
こ
な
っ
た
。

蒙
遜
は
一
万
余
人
を
結
集
し
、
呂
光
に
対
し
て
反
乱
を
起
こ
し
、
臨
松
護
軍
（
の
馬
邃
）
を
殺
害
し
て
金
山
に
立
て
こ
も
っ
た
（『
晋
書
』

呂
光
伝
）。
し
か
し
、
五
月
、
呂
光
は
纂
に
指
揮
し
、
蒙
遜
を
撃
破
さ
せ
た
。
蒙
遜
は
六
、
七
人
を
つ
れ
て
山
中
に
逃
げ
、
一
族
は
み
な
死

亡
あ
る
い
は
離
散
し
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
の
時
、
蒙
遜
の
兄
の
男
成
は
兵
を
率
い
て
西
方
の
晋
昌
（
甘
粛
省
安
西
県
東
）
の
守
備
に
つ
い
て
い
た
が
、
蒙
遜
が
反
乱
を
起
こ
し
た

と
聞
く
と
、
軍
隊
を
率
い
て
帰
還
し
、
酒
泉
太
守
の
畳
滕
を
殺
害
し
、
建
康
太
守
の
段
業
を
首
領
に
推
し
た
。
段
業
は
自
ら
龍
驤
大
将
軍
、

涼
州
牧
、
建
康
公
と
名
の
り
、
男
成
を
輔
国
将
軍
に
任
じ
た
。
男
成
お
よ
び
晋
昌
太
守
の
王
徳
は
張
掖
を
包
囲
し
、
城
を
陥
落
さ
せ
た
。
そ
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こ
で
段
業
は
本
拠
地
を
張
掖
に
移
し
た
。
蒙
遜
も
部
曲
を
率
い
て
段
業
の
も
と
に
身
を
投
じ
た
の
で
、
段
業
は
蒙
遜
を
鎮
西
将
軍
、
臨
池
太

守
に
任
じ
、
王
徳
を
酒
泉
太
守
と
し
た
。
つ
い
で
、
ま
た
蒙
遜
に
張
掖
太
守
を
兼
領
さ
せ
た
。
三
年
（
三
九
九
）
四
月
、
段
業
は
蒙
遜
に
一

万
の
兵
を
率
い
さ
せ
、
西
郡
（
甘
粛
山
丹
県
）
に
い
た
呂
光
の
弟
の
子
、
純
を
攻
撃
さ
せ
た
。
十
日
を
費
や
し
て
も
戦
果
は
な
く
、
そ
こ
で

水
を
引
き
、
城
を
水
攻
め
に
し
た
と
こ
ろ
、
純
は
窮
迫
し
て
降
伏
を
願
い
出
た
。
純
を
捕
虜
と
し
凱
旋
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、
酒
泉
太
守
の
王

徳
が
段
業
に
対
し
て
反
乱
を
起
こ
し
、
自
ら
河
州
刺
史
を
名
の
っ
た
。
段
業
は
蒙
遜
に
西
方
の
王
徳
を
討
伐
さ
せ
、
王
徳
は
城
に
火
を
放
っ

て
、
部
曲
を
率
い
て
晋
昌
太
守
の
唐
瑤
の
も
と
へ
亡
命
し
た
。
蒙
遜
は
王
徳
を
追
跡
し
、
沙
頭
（
玉
門
の
西
北
）
で
追
い
つ
き
、
大
敗
さ
せ

る
と
、
純
の
妻
子
や
部
民
を
捕
虜
に
し
て
凱
旋
し
た
。
蒙
遜
は
西
安
太
守
に
転
任
し
た
が
、
鎮
西
将
軍
の
地
位
は
も
と
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

四
年
（
四
〇
〇
）
五
月
、
蒙
遜
は
男
成
と
と
も
に
段
業
の
殺
害
を
謀
っ
た
が
、
男
成
は
許
可
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
蒙
遜
は
逆
に
段
業
に
対

し
て
男
成
が
謀
反
を
企
て
て
い
る
と
偽
り
の
密
告
を
し
、
そ
の
た
め
段
業
は
男
成
を
殺
害
し
て
し
ま
っ
た
。
蒙
遜
は
部
下
た
ち
に
向
か
っ
て

言
っ
た
。「
段
業
ど
の
は
無
道
に
も
、
輔
国
の
任
に
あ
っ
た
男
成
を
無
実
の
罪
で
殺
害
し
た
。
私
は
輔
国
将
軍
の
た
め
に
復
讐
を
遂
げ
よ
う

と
思
う
」
と
。
つ
い
に
挙
兵
し
、
張
掖
を
攻
撃
し
、
段
業
を
殺
害
し
、
自
ら
車
騎
大
将
軍
と
名
の
り
、
永
安
元
年
の
年
号
を
創
始
し
た
（
四

〇
一
年
）。
こ
の
月
（
資
治
通
鑑
に
よ
れ
ば
、
東
晋
隆
安
四
年
十
一
月
）、
敦
煌
太
守
の
李
暠
も
ま
た
挙
兵
し
、
自
ら
冠
軍
大
将
軍
、
西
胡
校

尉
、
沙
州
刺
史
と
名
の
っ
た
。
敦
煌
太
守
の
地
位
は
も
と
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
庚
子
元
年
の
年
号
を
た
て
、
蒙
遜
に
対
抗
し
た
。
そ
の
冬
、

李
暠
は
唐
瑤
お
よ
び
鷹
揚
将
軍
の
宋
繇
を
派
遣
し
て
酒
泉
を
攻
撃
さ
せ
、
酒
泉
太
守
の
大
且
渠
益
生
を
捕
縛
し
た
。
益
生
は
蒙
遜
の
叔
父
で

あ
っ
た
。
呂
光
が
死
去
し
て
、
息
子
の
纂
が
即
位
し
た
が
（
三
九
九
）、
永
安
元
年
（
四
〇
一
）、
従
弟
の
隆
に
よ
っ
て
簒
奪
さ
れ
た
。
姚
興

（
後
秦
王
、
三
九
四
～
四
一
六
）
が
涼
州
を
攻
撃
す
る
と
、
呂
隆
は
臣
下
と
称
し
て
降
伏
を
願
い
で
た
。
蒙
遜
（
張
掖
居
住
）
も
ま
た
使
者

を
姚
興
の
も
と
に
派
遣
し
た
。
姚
興
は
蒙
遜
を
鎮
西
将
軍
、
沙
州
刺
史
、
西
海
侯
に
任
じ
た
。
二
年
（
四
〇
二
）
二
月
、
蒙
遜
は
西
平
（
青

海
省
西
寧
市
）
虜
の
禿
髪
傉
檀
と
と
も
に
涼
州
を
攻
撃
し
、
逆
に
呂
隆
に
よ
っ
て
撃
破
さ
れ
た
。
十
月
、
傉
檀
は
再
度
、
呂
隆
を
攻
撃
し
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た
。
三
年
（
四
〇
三
）
三
月
、
呂
隆
は
蒙
遜
と
傉
檀
が
か
わ
る
が
わ
る
攻
撃
を
仕
掛
け
る
の
で
、
呂
隆
の
弟
の
超
を
姚
興
の
も
と
に
参
内
さ

せ
、
救
出
し
て
ほ
し
い
と
願
い
で
た
。
七
月
、
姚
興
は
武
将
の
斉
難
を
派
遣
し
て
呂
隆
を
救
出
さ
せ
た
。
隆
は
斉
難
に
蒙
遜
を
討
伐
す
る
よ

う
に
説
得
し
た
。
蒙
遜
は
そ
れ
を
聞
い
て
恐
れ
、
弟
を
人
質
と
し
て
斉
難
の
も
と
に
差
し
出
し
、
宝
貨
を
献
上
し
た
の
で
、
そ
の
作
戦
は
中

止
さ
れ
た
。
斉
難
は
武
衛
将
軍
の
王
尚
を
行
涼
州
刺
史
に
任
命
し
て
、
後
秦
へ
帰
国
し
た
。

　

義
熙
元
年
（
四
〇
五
）
正
月
、
西
涼
の
李
暠
は
改
め
て
大
将
軍
、
大
都
督
、
涼
州
牧
、
護
羌
校
尉
、
涼
公
と
自
称
し
た
。
五
月
、
李
暠
は

酒
泉
に
本
拠
を
移
し
た
。
姚
興
は
南
涼
の
禿
髪
傉
檀
に
涼
州
刺
史
を
仮
称
さ
せ
、
王
尚
に
代
わ
っ
て
姑
蔵
（
涼
州
）
に
駐
屯
さ
せ
た
。
二
年

（
四
〇
六
）
九
月
、
蒙
遜
は
李
暠
を
襲
撃
し
よ
う
と
、
安
彌
に
ま
で
至
っ
た
。
酒
泉
城
ま
で
六
十
里
の
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
李
暠
は

初
め
て
襲
撃
に
気
づ
き
、
軍
隊
を
出
動
し
て
応
戦
し
た
が
、
大
敗
し
て
退
却
し
、
城
門
を
閉
ざ
し
て
籠
城
し
た
。
蒙
遜
も
ま
た
一
旦
、
引
き

あ
げ
た
。
六
年
（
四
一
〇
）、
蒙
遜
は
禿
髪
傉
檀
を
撃
破
し
、
傉
檀
は
姑
蔵
か
ら
楽
都
（
青
海
省
楽
都
県
）
に
逃
れ
、
そ
こ
で
た
て
こ
も
っ

た
。
そ
の
後
、
武
威
人
の
焦
朗
が
姑
蔵
に
入
り
、
自
ら
驃
騎
大
将
軍
と
名
の
り
、
西
涼
李
暠
の
臣
下
と
な
っ
た
。
八
年
（
四
一
二
）、
蒙
遜

は
焦
朗
を
攻
撃
し
て
、
こ
れ
を
殺
害
し
、
姑
蔵
（
武
威
、
涼
州
）
を
本
拠
と
し
、
自
ら
大
都
督
、
大
将
軍
、
河
西
王
と
名
の
っ
た
。
玄
始
元

年
と
改
元
し
、
息
子
の
正
徳
を
世
継
ぎ
（
世
子
）
と
し
た
。

　

十
三
年
（
四
一
七
）
五
月
、
李
暠
が
死
去
し
、
そ
の
子
の
歆
が
即
位
し
た
。
六
月
、
歆
が
蒙
遜
を
討
伐
し
よ
う
と
建
康
（
酒
泉
の
東
南
、

高
台
県
）
に
ま
で
至
っ
た
が
、
蒙
遜
に
撃
退
さ
れ
歆
は
敗
走
し
た
。
蒙
遜
は
西
支
澗
に
ま
で
追
跡
し
た
が
、
逆
に
大
敗
を
被
り
、
死
者
四
千

余
人
を
出
し
た
。
そ
こ
で
残
余
の
兵
を
収
容
し
、
建
康
城
を
増
築
し
、
そ
こ
に
守
備
兵
を
駐
屯
さ
せ
、
帰
還
し
た
。
十
四
年
（
四
一
八
）、

蒙
遜
は
使
者
を
（
東
）
晋
の
朝
廷
に
参
内
さ
せ
、
上
表
文
を
奉
り
、
藩
臣
と
な
る
こ
と
を
願
い
出
た
。
東
晋
朝
廷
は
蒙
遜
を
涼
州
刺
史
と
し

た
。

　

宋
の
高
祖
（
劉
裕
、
四
二
〇
～
四
二
二
）
は
即
位
す
る
と
、
李
歆
（
西
涼
）
を
使
持
節
、
都
督
高
昌
・
敦
煌
・
晋
昌
・
酒
泉
・
西
海
・
玉
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門
・
堪
泉
七
郡
諸
軍
事
、
護
羌
校
尉
、
征
西
大
将
軍
、
酒
泉
公
と
し
た
。
永
初
元
年
（
四
二
〇
）
七
月
、
蒙
遜
は
東
方
の
浩

（
南
涼
の
本

拠
、
楽
都
付
近
）
を
攻
略
し
た
。
し
か
し
李
歆
が
そ
の
虚
に
乗
じ
、
張
掖
を
攻
撃
し
て
き
た
。
蒙
遜
は
軍
隊
を
引
き
返
し
、
西
に
帰
還
し
た

の
で
、
李
歆
は
退
走
し
た
。
李
歆
を
追
跡
し
て
臨
沢
（
張
掖
の
西
）
に
至
り
、
そ
こ
で
歆
の
兄
弟
三
人
を
斬
殺
し
た
。
さ
ら
に
酒
泉
へ
進
攻

し
落
城
さ
せ
た
。
そ
の
後
、
李
歆
の
弟
の
敦
煌
太
守
恂
が
敦
煌
郡
に
自
立
し
、
自
ら
大
将
軍
を
名
の
っ
た
。
十
月
、
蒙
遜
は
世
子
正
徳
を
派

遣
し
て
李
恂
を
攻
撃
さ
せ
た
が
、
降
伏
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
三
年
（
四
二
二
）
正
月
、
蒙
遜
は
自
ら
出
征
し
て
長
い
距
離
に
わ

た
っ
て
水
路
を
築
き
あ
げ
、
城
を
水
攻
め
に
し
た
。
十
日
を
過
ぎ
て
も
落
城
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
三
月
に
な
っ
て
、
李
恂
の
武
衛
将
軍
の

宋
承
と
広
武
将
軍
の
張
弘
と
が
城
を
挙
げ
て
蒙
遜
に
降
伏
し
、
恂
は
自
殺
し
た
。
李
氏
（
西
涼
）
は
遂
に
滅
亡
し
た
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
鄯

善
王
の
比
龍
が
宋
朝
廷
に
参
内
し
て
き
た
の
で
、
西
域
三
十
六
国
が
み
な
宋
朝
の
臣
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
朝
貢
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

宋
高
祖
（
劉
裕
）
は
蒙
遜
を
使
持
節
、
散
騎
常
侍
、
都
督
涼
州
諸
軍
事
、
鎮
軍
大
将
軍
、
開
府
儀
同
三
司
、
涼
州
刺
史
、
張
掖
公
に
任
命

し
た
。
十
二
月
、
晋
昌
太
守
の
唐
契
が
叛
乱
し
た
の
で
、
蒙
遜
は
ふ
た
た
び
正
徳
に
唐
契
を
討
伐
さ
せ
た
。
景
平
元
年
（
四
二
三
）
正
月
、

こ
れ
に
戦
勝
し
、
唐
契
は
伊
吾
に
亡
命
し
た
。
八
月
、
芮
芮
（
ジ
ュ
ウ
ゼ
ン
）
が
来
寇
し
た
の
で
、
蒙
遜
は
正
徳
に
応
戦
さ
せ
た
。
し
か
し

正
徳
は
軽
騎
だ
け
で
応
戦
し
、
軍
は
敗
北
し
、
正
徳
は
戦
死
し
た
。
そ
こ
で
蒙
遜
は
次
男
の
興
国
を
世
子
と
し
た
。
こ
の
年
、
宋
朝
は
蒙
遜

を
侍
中
、
都
督
涼
・
秦
・
河
・
沙
四
州
諸
軍
事
、
驃
騎
大
将
軍
、
領
護
匈
奴
中
郎
将
、
西
夷
校
尉
、
涼
州
牧
、
河
西
王
に
昇
格
さ
せ
、
開
府
、

持
節
の
地
位
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

　

宋
太
祖
（
文
帝
、
四
二
四
～
四
五
三
）
の
元
嘉
元
年
（
四
二
四
）、
枹
罕
虜
の
乞
佛
熾
槃
が
貂
渠
谷
を
出
て
、
河
西
の
白
草
嶺
を
攻
撃
し

た
の
で
、
臨
松
郡
一
帯
は
み
な
熾
槃
の
手
中
に
陥
っ
た
。
熾
槃
は
蒙
遜
の
従
弟
の
成
都
、
従
子
の
日
蹄
と
頗
羅
な
ど
を
捕
虜
と
し
、
帰
還
し

た
（『
資
治
通
鑑
』
元
嘉
元
年
七
月
条
）。
三
年
（
四
二
六
）、
宋
朝
は
蒙
遜
の
称
号
の
驃
騎
を
車
騎
と
改
め
た
。
蒙
遜
は
世
子
の
興
国
を
宋

朝
に
派
遣
し
、
上
表
文
を
奉
り
、『
周
易
』
お
よ
び
子
・
集
部
の
諸
書
を
い
た
だ
き
た
い
と
申
し
出
た
。
太
祖
文
帝
は
そ
れ
ら
を
み
な
下
賜
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し
た
。
合
計
四
七
五
冊
で
あ
っ
た
。
蒙
遜
は
ま
た
司
徒
の
王
弘
に
対
し
て
『
捜
神
記
』
を
求
め
、
王
弘
は
書
写
し
て
与
え
た
。

　

六
年
（
四
二
九
）、
蒙
遜
は
枹
罕
（
甘
粛
省
臨
夏
市
）
に
遠
征
し
た
。
そ
の
時
、
乞
佛
熾
槃
は
す
で
に
死
没
し
、
代
わ
っ
て
子
の
茂
蔓

（
四
二
八
～
四
三
一
、
晋
書
の
慕
末
）
が
蒙
遜
の
軍
隊
を
大
破
さ
せ
、
興
国
を
捕
虜
と
し
、
三
千
余
人
を
殺
害
し
た
。
蒙
遜
は
興
国
を
身
請

け
す
る
た
め
に
茂
蔓
に
穀
物
三
十
万
斛
を
送
っ
た
が
、
結
局
、
茂
蔓
は
興
国
を
引
き
渡
さ
な
か
っ
た
。
蒙
遜
は
そ
こ
で
興
国
と
同
母
弟
の
菩

提
を
世
子
に
た
て
た
。
し
か
し
宋
朝
は
ま
だ
そ
の
こ
と
を
知
ら
ず
、
七
年
（
四
三
〇
）、
宋
朝
は
興
国
を
冠
軍
将
軍
、
河
西
王
世
子
と
し
た
。

そ
の
年
の
夏
四
月
、
西
虜
の
赫
連
定
（
大
夏
王
、
四
二
八
～
四
三
一
）
は
索
虜
拓
跋
燾
（
北
魏
太
武
帝
、
四
二
三
～
四
五
二
）
に
よ
っ
て
撃

破
さ
れ
、
上
邽
（
甘
粛
省
天
水
県
）
へ
逃
走
し
た
。
十
一
月
、
西
秦
の
茂
蔓
は
赫
連
定
が
敗
北
し
た
こ
と
を
聞
き
、
家
戸
（
部
民
）
と
興
国

を
ひ
き
つ
れ
、
東
征
し
て
上
邽
に
住
地
を
移
そ
う
と
し
た
。
八
年
（
四
三
一
）
正
月
、
南
安
（
甘
粛
省
隴
西
）
に
ま
で
た
ど
り
着
い
た
。
し

か
し
赫
連
定
が
衆
兵
を
率
い
て
茂
蔓
の
侵
入
を
阻
止
し
、
こ
れ
を
大
破
さ
せ
た
。
赫
連
定
は
茂
蔓
を
殺
害
し
、
興
国
を
捕
虜
と
し
、
上
邽
へ

連
れ
帰
っ
た
。
四
月
、
赫
連
定
は
拓
跋
燾
の
攻
撃
を
避
け
る
た
め
、
黄
河
を
西
に
渡
り
、
蒙
遜
を
攻
撃
し
よ
う
と
し
た
。
五
月
、
赫
連
定
は

部
曲
を
率
い
て
治
城
峡
口
に
至
り
、
河
を
渡
り
始
め
た
が
、
河
の
中
ほ
ど
ま
で
来
た
時
、
吐
谷
渾
の
慕
璝
が
待
ち
う
け
て
攻
撃
し
た
の
で
、

捕
虜
に
な
っ
た
。
ま
た
興
国
は
負
傷
し
、
数
日
後
に
死
亡
し
た
。

　

九
年
（
四
三
二
）、
宋
朝
は
菩
提
を
冠
軍
将
軍
、
河
西
王
世
子
と
し
た
。
十
年
（
四
三
三
）
四
月
、
蒙
遜
が
死
没
し
た
。
年
は
六
十
六
歳

で
あ
っ
た
。
内
輪
で
諡
を
武
宣
王
と
し
た
。
菩
提
は
ま
だ
幼
年
で
あ
り
、
そ
の
時
、
蒙
遜
の
第
三
子
の
茂
虔
（
魏
書
の
牧
犍
）
が
酒
泉
太
守

で
あ
っ
た
の
で
、
国
衆
は
協
議
し
て
茂
虔
を
北
涼
の
国
主
に
推
挙
し
、
蒙
遜
の
爵
位
称
号
を
踏
襲
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
十
一
年
（
四
三

四
）、
茂
虔
が
上
表
文
を
奉
っ
た
。「
私
が
聞
き
ま
す
に
、
功
績
は
万
民
を
救
済
す
る
こ
と
が
最
高
で
あ
り
、
そ
れ
は
竹
帛
（
史
書
）
に
よ
ら

な
け
れ
ば
、
功
徳
を
後
世
に
残
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
。
ま
た
名
声
は
実
際
の
通
り
で
あ
る
こ
と
が
美
点
で
あ
り
、
諡
号
（
お
く
り
名
）
が

な
け
れ
ば
、
人
は
有
終
の
美
を
飾
れ
な
い
と
。
私
の
父
、
蒙
遜
は
西
方
に
お
い
て
涼
州
城
を
復
興
し
、
崑
崙
の
末
裔
に
恩
沢
を
与
え
、
多
数
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の
乱
賊
を
平
定
し
、
中
華
天
下
を
整
美
に
し
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
良
き
時
勢
に
巡
り
合
い
、
宋
朝
の
重
臣
に
加
わ
り
、
爵
位
は
九
服
辺
境
の

者
に
も
班
与
さ
れ
、
長
ら
く
王
爵
を
享
受
し
ま
し
た
。
そ
の
功
績
と
名
声
は
顕
著
で
あ
り
、
貞
節
を
固
く
守
り
ま
し
た
。
天
寿
を
全
う
で
き

た
の
も
正
当
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
諡
号
（
お
く
り
名
）
を
誰
に
お
願
い
す
べ
き
か
が
わ
か
ら
ず
、
業
績
は
偉
大
で
あ
る
と
い
え
、
命
名
に

不
備
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
子
の
私
は
悩
み
、
不
安
に
感
じ
て
お
り
ま
す
。
い
ま
謹
ん
で
諡
号
の
付
け
方
を
案
じ
、
素
案
を
考
え
ま
し
た
。

父
蒙
遜
は
禍
乱
を
よ
く
平
定
し
た
の
で
、「
武
」
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
く
、
ま
た
天
子
の
命
令
に
よ
く
従
い
、
よ
く
下
達
し
た
の
で
、「
宣
」

が
ふ
さ
わ
し
く
、
父
蒙
遜
は
黄
河
の
西
方
を
平
定
し
、
そ
の
勲
功
は
天
府
に
輝
き
、
広
く
人
々
に
知
ら
し
め
、
顕
彰
す
る
に
は
、
こ
の
二
字

が
そ
の
目
的
に
か
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
「
武
宣
王
」
の
諡
号
を
贈
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
も
し
天
聴
が
お
聞
き
届
け
下
さ
れ
、
そ
れ

を
史
書
に
記
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
使
者
も
遺
族
の
私
ど
も
も
、
何
も
恨
む
と
こ
ろ
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。」
そ
れ
に
対
し
て
詔
が
下
さ
れ
た
。

「
使
持
節
、
侍
中
、
都
督
秦
・
河
・
沙
・
涼
四
州
諸
軍
事
、
車
騎
大
将
軍
、
開
府
儀
同
三
司
、
領
護
匈
奴
中
郎
将
、
西
夷
校
尉
、
涼
州
牧
、

河
西
王
の
蒙
遜
は
文
武
の
才
を
兼
ね
そ
な
え
、
勲
功
は
西
方
征
服
を
果
た
し
た
こ
と
に
あ
り
、
万
里
の
か
な
た
に
お
り
、
早
く
か
ら
忠
誠
心

が
顕
著
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
忠
誠
と
果
敢
さ
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
遠
大
な
計
略
を
補
佐
し
、
宣
揚
し
て
く
れ
た
。
そ
の
人
が
に
わ
か
に
死

去
し
、
こ
こ
ろ
は
悲
し
み
と
悼
み
で
一
杯
で
あ
る
。
た
だ
ち
に
使
者
を
派
遣
し
、
死
者
を
悼
み
、
そ
の
霊
を
祭
ら
せ
よ
う
。
あ
わ
せ
て
名
誉

あ
る
諡
号
を
贈
ろ
う
。
嗣
子
の
茂
虔
は
先
代
の
輝
か
し
い
業
績
と
そ
の
方
法
を
継
承
し
よ
う
と
し
、
そ
の
気
持
ち
は
ま
す
ま
す
明
ら
か
で
あ

る
。
今
後
、
宋
朝
の
寵
愛
を
蒙
り
、
こ
の
蕃
国
と
し
て
の
業
務
を
引
き
継
ぐ
が
よ
い
。
よ
っ
て
（
使
）
持
節
、
散
騎
常
侍
、
都
督
涼
・
秦
・

河
・
沙
四
州
諸
軍
事
、
征
西
大
将
軍
、
領
護
匈
奴
中
郎
将
、
西
夷
校
尉
、
涼
州
刺
史
、
河
西
王
の
称
号
を
認
可
す
る
。」

　

河
西
人
の
趙

は
暦
法
・
算
術
に
長
け
て
い
た
。
十
四
年
（
四
三
七
）、
茂
虔
は
上
表
文
を
奉
り
、
特
産
物
を
献
上
し
併
せ
て
以
下
の
書

籍
を
献
上
し
た
。『
周
生
子
』
十
三
巻
、『
時
務
論
』
十
二
巻
、『
三
国
總
略
』
二
十
巻
、『
俗
問
』
十
一
巻
、『
十
三
州
志
』
十
巻
、『
文
検
』

六
巻
、『
四
科
伝
』
四
巻
、『
燉
煌
実
録
』
十
巻
、『
涼
書
』
十
巻
、『
漢
皇
徳
伝
』
二
十
五
巻
、『
亡
典
』
七
巻
、『
魏
駮
』
九
巻
、『
謝
艾
集
』
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八
巻
、『
古
今
字
』
二
巻
、『
乗
丘
先
生
』
三
巻
、『
周
髀
』
一
巻
、『
皇
帝
王
歴
三
合
紀
』
一
巻
、『
趙

伝
并
甲
寅
元
歴
』
一
巻
、『
孔
子

讃
』
一
巻
、
以
上
合
計
一
五
四
巻
で
あ
っ
た
。
茂
虔
は
ま
た
『
晋
・
趙
起
居
注
』
等
の
諸
雑
書
数
十
件
を
請
求
し
、
文
帝
は
そ
れ
ら
を
賜
与

し
た
。

　

十
六
年
（
四
三
九
）
閏
八
月
、
拓
跋
燾
（
北
魏
太
武
帝
）
が
涼
州
を
攻
撃
し
た
。
茂
虔
の
兄
の
子
の
万
年
が
捕
虜
と
な
り
、
北
魏
に
内
通

し
た
た
め
、
茂
虔
は
北
魏
に
捕
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
す
で
に
茂
虔
の
弟
の
安
彌
県
侯
の
無
諱
は
先
に
征
西
将
軍
、
沙
州
刺
史
、
都
督
建
康

以
西
諸
軍
事
、
酒
泉
太
守
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
第
六
弟
の
武
興
県
侯
の
儀
徳
は
征
東
将
軍
、
秦
州
刺
史
、
都
督
丹
嶺
以
西
諸
軍
事
、
張
掖

太
守
と
な
っ
て
い
た
。
拓
跋
燾
（
太
武
帝
）
は
す
で
に
茂
虔
を
捕
縛
す
る
と
、
軍
隊
を
派
遣
し
て
儀
徳
を
攻
撃
さ
せ
た
。
儀
徳
は
張
掖
城
を

放
棄
し
て
無
諱
の
も
と
に
奔
走
し
た
。
そ
こ
で
、
無
諱
と
儀
徳
と
は
一
族
（
家
戸
）
を
ひ
き
つ
れ
て
、
西
方
に
い
た
従
弟
の
敦
煌
太
守
の
唐

児
の
も
と
に
身
を
寄
せ
た
。
拓
跋
燾
は
（
北
魏
）
将
士
を
武
威
、
酒
泉
、
張
掖
に
駐
屯
さ
せ
て
帰
還
し
た
。

　

十
七
年
（
四
四
〇
）
正
月
、
無
諱
は
唐
児
に
敦
煌
を
守
ら
せ
、
自
ら
は
儀
徳
と
と
も
に
酒
泉
を
征
伐
し
、
三
月
、
こ
れ
を
占
領
し
た
。
ま

た
張
掖
と
臨
松
と
を
攻
撃
し
、
四
万
余
戸
を
獲
得
し
、
引
き
返
し
て
酒
泉
を
本
拠
と
し
た
。
十
八
年
（
四
四
一
）
五
月
、
唐
児
が
反
乱
を
起

こ
し
、
無
諱
は
従
弟
の
天
周
を
酒
泉
に
留
め
て
守
ら
せ
、
ふ
た
た
び
儀
徳
と
と
も
に
唐
児
の
討
伐
に
む
か
っ
た
。
唐
児
は
一
万
余
人
を
率
い

て
応
戦
し
た
が
、
こ
れ
を
大
敗
さ
せ
唐
児
を
捕
え
て
殺
害
し
た
。
ふ
た
た
び
敦
煌
を
本
拠
と
し
た
。
七
月
、
拓
跋
燾
は
軍
隊
を
派
遣
し
て
酒

泉
を
包
囲
し
た
。
十
月
、
酒
泉
の
城
内
は
飢
餓
状
態
に
な
り
、
一
万
余
人
が
餓
死
し
た
。
天
周
は
自
分
の
妻
を
殺
し
、
戦
士
に
食
べ
さ
せ
た

が
、
食
料
は
尽
き
果
て
、
城
は
陥
落
し
た
。
天
周
は
捕
え
ら
れ
て
平
城
に
送
ら
れ
、
殺
害
さ
れ
た
。
当
時
の
虜
兵
（
北
魏
の
軍
隊
）
の
勢
力

は
強
盛
で
、
無
諱
は
人
々
が
飢
え
る
の
を
見
て
、
自
滅
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
人
々
を
率
い
て
西
方
へ
移
動
し
よ
う
と
考
え
た
。
十
一
月
、
弟

の
安
周
ら
五
千
人
を
派
遣
し
て
鄯
善
を
征
伐
さ
せ
た
。
鄯
善
は
固
守
し
て
降
伏
し
な
か
っ
た
。
十
九
年
（
四
四
二
）
四
月
、
無
諱
は
自
ら
一

万
余
家
の
人
々
を
ひ
き
つ
れ
、
敦
煌
を
放
棄
し
て
、
西
方
（
鄯
善
）
に
い
る
安
周
の
も
と
に
身
を
寄
せ
た
。
彼
ら
が
ま
だ
到
着
し
な
い
う
ち
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に
鄯
善
王
の
比
龍
は
四
千
余
家
の
人
々
を
ひ
き
つ
れ
て
逃
亡
し
た
の
で
、
無
諱
た
ち
は
鄯
善
に
居
留
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

そ
れ
よ
り
以
前
、
唐
契
（
西
涼
の
末
裔
）
が
晋
昌
（
安
西
県
）
か
ら
伊
吾
（
ハ
ミ
）
に
亡
命
し
て
い
た
が
、
今
年
に
な
っ
て
高
昌
を
攻
撃

し
て
き
た
。
高
昌
城
主
の
闞
爽
が
無
諱
に
危
急
を
告
げ
、
救
い
を
求
め
た
。
八
月
、
無
諱
は
従
子
の
豊
周
を
鄯
善
に
留
め
て
守
ら
せ
、
自
ら

は
私
兵
を
率
い
て
救
援
に
赴
い
た
。
ま
だ
到
着
し
な
い
う
ち
に
、
芮
芮
（
ジ
ュ
ウ
ゼ
ン
）
が
軍
隊
を
派
遣
し
て
高
昌
を
救
済
し
、
唐
契
を
殺

害
し
、
唐
契
の
部
曲
た
ち
は
無
諱
の
も
と
に
亡
命
し
て
き
た
。
九
月
、
無
諱
は
部
将
の
衛
尞
を
派
遣
し
て
高
昌
を
夜
襲
さ
せ
、
闞
爽
は
芮
芮

（
ジ
ュ
ウ
ゼ
ン
）
の
も
と
へ
亡
命
し
た
。
そ
こ
で
無
諱
は
ま
た
高
昌
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

無
諱
は
常
侍
の
氾
儁
を
使
者
と
し
て
宋
の
朝
廷
に
派
遣
し
、
上
表
文
を
奉
り
特
産
物
を
献
上
し
た
。
太
祖
文
帝
は
詔
を
下
し
、
次
の
よ
う

に
述
べ
た
。「
さ
き
に
狡
猾
な
虜
（
北
魏
）
は
思
う
が
ま
ま
涼
国
を
侵
害
し
、
西
河
王
の
茂
虔
は
つ
い
に
対
抗
し
き
れ
ず
に
逆
賊
の
手
に

陥
っ
た
。
且
渠
茂
虔
ら
は
代
々
、
宋
朝
に
対
し
て
顕
著
に
忠
誠
心
を
示
し
て
き
た
の
で
、
心
か
ら
哀
悼
の
念
を
表
す
る
。
次
弟
の
無
諱
は
よ

く
そ
の
遺
業
を
継
承
し
、
辺
境
の
一
隅
に
依
拠
し
て
、
外
は
隣
国
と
友
好
関
係
を
結
び
、
内
は
民
衆
を
安
養
し
、
た
え
ず
宋
の
朝
廷
を
頼
み

と
し
、
朝
貢
を
怠
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
朝
命
を
加
え
、
そ
の
勲
功
を
顕
彰
し
よ
う
。（
使
）
持
節
、
散
騎
常
侍
、
都
督
涼
・
河
・

沙
三
州
諸
軍
事
、
征
西
大
将
軍
、
領
護
匈
奴
中
郎
将
、
西
夷
校
尉
、
涼
州
刺
史
、
河
西
王
の
称
号
を
認
可
す
る
。」

　

無
諱
が
死
没
す
る
と
、
弟
の
安
周
が
即
位
し
た
。
二
十
一
年
（
四
四
四
）、
詔
を
下
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
故
征
西
大
将
軍
、
河
西

王
無
諱
の
弟
の
安
周
は
才
略
が
あ
り
、
用
意
周
到
で
、
歴
代
忠
誠
を
つ
く
し
、
先
人
の
遺
業
を
継
承
し
、
民
衆
は
帰
服
し
て
い
る
。
亡
命
の

身
で
、
軍
隊
を
喪
失
し
、
辺
境
に
孤
立
無
援
の
状
況
に
あ
る
と
は
い
え
、
残
余
の
人
々
を
収
容
し
、
侵
略
者
た
ち
を
撃
退
す
る
の
は
今
後
の

仕
事
で
あ
る
。
こ
こ
に
栄
誉
を
与
え
、
祖
先
の
立
派
な
遺
業
を
継
承
す
る
よ
う
に
と
願
う
。
使
持
節
、
散
騎
常
侍
、
都
督
涼
・
河
・
沙
三
州

諸
軍
事
、
領
西
域
戊
己
校
尉
、
涼
州
刺
史
、
河
西
王
の
称
号
を
認
可
す
る
。」
宋
朝
の
世
祖
（
孝
武
帝
劉
駿
）
大
明
三
年
（
四
五
九
）、
安
周

は
特
産
物
を
献
上
し
て
き
た
。

134



『
宋
書
』
巻
九
十
八
、
氐
胡
伝

　

略
陽
（
甘
粛
省
天
水
市
付
近
）
の
清
水
氐
の
楊
氏
は
、
秦
漢
以
降
、
代
々
隴
右
に
住
む
豪
族
で
あ
っ
た
。
後
漢
の
献
帝
の
建
安
年
間
中

（
一
九
六
～
二
二
〇
）、
楊
騰
と
い
う
も
の
が
お
り
、
部
族
の
大
帥
を
つ
と
め
て
い
た
。
楊
騰
の
息
子
の
駒
は
、
勇
敢
で
壮
健
な
人
物
で
、
計

略
に
長
け
、
初
め
て
仇
池
（
甘
粛
省
成
県
）
に
移
り
住
ん
だ
。
仇
池
の
地
は
、
百
頃
四
方
の
広
さ
で
、
百
頃
を
号
と
し
て
い
た
。
四
方
は
険

し
い
断
崖
で
囲
ま
れ
、
平
地
は
二
十
余
里
四
方
で
あ
っ
た
。
そ
こ
へ
は
三
十
六
曲
り
の
羊
腸
の
山
道
を
登
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
山
の
上

に
は
豊
か
な
水
源
が
あ
り
、
土
を
煮
て
塩
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
駒
の
後
、
千
万
と
い
う
名
の
人
物
が
い
た
。
三
国
時
代
の
魏
は
、
千
万

に
百
頃
氐
王
を
拝
し
た
。
千
万
の
子
孫
で
成
龍
と
い
う
名
の
人
物
は
、
次
第
に
強
盛
と
な
り
、
西
晋
の
武
帝
か
ら
征
西
将
軍
の
称
号
を
与
え

ら
れ
、（
先
祖
の
故
地
で
あ
っ
た
）
略
陽
に
帰
り
、
同
地
に
住
ん
だ
。
成
龍
に
は
子
供
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
外
甥
の
令
狐
氏
の
子
を
養
っ

て
息
子
と
し
、
戊
捜
と
名
付
け
た
。
西
晋
の
恵
帝
の
元
康
六
年
（
二
九
六
）、
戊
捜
は
斉
万
年
の
乱
を
避
け
、
部
族
四
千
家
を
率
い
て
百
頃

に
帰
り
、
同
地
を
保
つ
と
、
自
ら
輔
国
将
軍
、
右
賢
王
と
号
し
た
。
関
中
の
人
士
で
（
斉
万
年
の
乱
を
避
け
て
）
流
浪
し
た
者
た
ち
の
多
く

が
戊
捜
を
頼
っ
た
の
で
、
戊
捜
は
彼
ら
を
受
け
入
れ
て
安
堵
し
、
去
り
た
い
と
願
う
も
の
が
い
れ
ば
、
す
ぐ
に
、
こ
れ
を
護
衛
し
郷
里
に
還

さ
せ
た
。
愍
帝
は
、
戊
捜
を
驃
騎
将
軍
、
左
賢
王
に
任
命
し
た
。
こ
の
当
時
、
南
陽
王
の
保
が
上
邽
に
い
た
の
で
、
愍
帝
は
、
戊
捜
の
息
子

の
難
敵
を
征
南
将
軍
に
任
命
し
た
。
建
興
五
年
（
三
一
七
）、
戊
捜
が
死
亡
し
、
難
敵
が
位
を
継
承
し
た
。
難
敵
は
、
堅
頭
と
部
曲
を
分
割

し
、
左
賢
王
を
号
し
て
下
辯
に
駐
屯
し
た
。
い
っ
ぽ
う
、
堅
頭
は
右
賢
王
を
号
し
て
河
池
に
駐
屯
し
た
。
元
帝
の
太
興
四
年
（
三
二
一
）、

前
趙
の
劉
曜
が
難
敵
を
征
伐
し
た
た
め
、
難
敵
は
堅
頭
と
と
も
に
晋
寿
に
逃
走
し
、
成
漢
の
李
雄
に
臣
従
し
た
が
、
劉
曜
が
撤
退
す
る
と
、

難
敵
は
ふ
た
た
び
仇
池
に
戻
っ
た
。

　

成
帝
の
咸
和
九
年
（
三
三
四
）、
難
敵
が
死
亡
し
、
息
子
の
毅
が
即
位
し
た
。
毅
は
、
自
ら
使
持
節
、
龍
驤
将
軍
、
左
賢
王
、
下
辯
公
を
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号
し
た
。
毅
は
、
堅
頭
の
息
子
槃
を
使
持
節
、
冠
軍
将
軍
、
右
賢
王
、
河
池
公
に
任
じ
た
。
咸
康
元
年
（
三
三
五
）、
毅
は
西
晋
に
遣
使
し

て
蕃
臣
を
称
し
た
の
で
、
西
晋
は
、
毅
を
征
南
将
軍
、
槃
を
征
東
将
軍
に
各
々
任
命
し
た
。
咸
康
三
年
（
三
三
七
）、
毅
の
族
兄
の
初
が
毅

を
襲
っ
て
殺
害
し
、
毅
の
民
を
掌
握
し
、
自
ら
即
位
し
て
仇
池
公
と
な
り
、
後
趙
の
石
虎
に
臣
従
し
た
。
そ
の
後
、
初
は
東
晋
の
穆
帝
に
遣

使
し
て
蕃
臣
を
称
し
た
。
永
和
三
年
（
三
四
七
）、
初
を
使
持
節
、
征
南
将
軍
、
雍
州
刺
史
、
平
羌
校
尉
、
仇
池
公
に
任
命
し
た
。
ま
た
、

初
の
息
子
の
国
を
、
鎮
東
将
軍
、
武
都
太
守
と
な
し
た
。
永
和
十
年
（
三
五
四
）、
改
め
て
初
を
天
水
公
に
封
じ
た
。
永
和
十
一
年
（
三
五

五
）、
毅
の
小
弟
の
宋
奴
が
、
姑
子
の
梁
武
王
に
命
令
し
、
は
べ
っ
て
い
る
時
に
剣
で
初
を
殺
害
さ
せ
た
。
こ
の
た
め
、
初
の
息
子
の
国
は
、

部
下
達
を
率
い
て
梁
武
王
と
宋
奴
を
誅
殺
し
、
自
ら
即
位
し
た
。
東
晋
の
征
西
将
軍
桓
温
は
、
上
表
し
て
国
を
鎮
北
将
軍
、
秦
州
刺
史
、
平

羌
校
尉
と
し
、
国
の
息
子
の
安
を
振
武
将
軍
、
武
都
太
守
と
し
た
。
永
和
十
二
年
（
三
五
六
）、
国
の
従
父
楊
俊
が
ま
た
国
を
殺
し
て
自
ら

即
位
し
た
の
で
、
安
は
前
秦
の
苻
生
の
も
と
に
亡
命
し
た
。
俊
は
遣
使
し
て
晋
に
帰
順
し
た
。
升
平
三
年
（
三
五
九
）、
俊
を
平
西
将
軍
、

平
羌
校
尉
、
仇
池
公
と
し
た
。
升
平
四
年
（
三
六
〇
）、
俊
が
亡
く
な
り
、
息
子
の
世
が
即
位
し
た
。
ま
た
世
を
冠
軍
将
軍
、
平
羌
校
尉
、

武
都
太
守
、
仇
池
公
に
任
じ
た
。
廃
帝
（
海
西
公
）
の
太
和
三
年
（
三
六
八
）、
世
を
征
西
将
軍
、
秦
州
刺
史
に
う
つ
し
、
世
の
弟
の
統
を

寧
東
将
軍
、
武
都
太
守
と
し
た
。
太
和
五
年
（
三
七
〇
）、
世
が
死
亡
し
、
統
は
世
の
息
子
の
纂
を
廃
し
て
自
ら
即
位
し
た
。
纂
は
、
ま
た

の
名
を
徳
と
い
い
、
支
持
者
を
糾
合
し
て
統
を
殺
し
、
東
晋
の
簡
文
帝
の
も
と
に
使
者
を
派
遣
し
、
実
情
を
申
し
述
べ
た
の
で
、
再
び
纂
を

平
羌
校
尉
、
秦
州
刺
史
、
仇
池
公
と
し
た
。
咸
安
元
年
（
三
七
一
）、
前
秦
の
符
堅
は
楊
安
と
符
雅
ら
を
派
遣
し
、
纂
を
討
伐
さ
せ
、
勝
利

を
収
め
た
。
そ
の
民
衆
を
関
中
に
移
住
さ
せ
、
百
頃
の
地
を
無
人
化
し
た
。
纂
は
の
ち
に
楊
安
に
殺
さ
れ
た
。

　

宋
奴
が
亡
く
な
っ
た
時
、
二
人
の
息
子
、
佛
奴
と
佛
狗
は
関
中
に
逃
走
し
た
。
苻
堅
は
、
佛
奴
を
右
将
軍
、
佛
狗
を
撫
夷
護
軍
と
し
た
。

そ
の
後
、
苻
堅
は
娘
を
佛
奴
の
息
子
定
の
妻
と
し
、
定
を
尚
書
、
領
軍
将
軍
に
任
命
し
た
。
孝
武
帝
の
太
元
八
年
（
三
八
三
）、
苻
堅
が
淮

南
（
淝
水
の
戦
）
で
敗
北
し
た
た
め
、
関
中
は
混
乱
し
た
。
こ
の
と
き
定
は
力
を
尽
く
し
て
（
義
父
の
）
苻
堅
に
奉
仕
し
た
。
し
か
し
、
苻
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堅
が
死
亡
し
た
の
で
、
定
は
家
族
を
率
い
て
隴
右
に
走
り
、
治
所
を
歴
城
に
移
し
た
。
城
は
西
縣
の
境
界
に
あ
り
、
仇
池
か
ら
百
二
十
里
離

れ
て
い
た
。
定
は
、
穀
物
倉
庫
を
百
頃
に
設
け
、
氐
羌
と
東
晋
（
の
民
）
を
糾
合
し
、
千
余
家
を
掌
握
し
て
、
自
ら
龍
驤
将
軍
、
平
羌
校
尉
、

仇
池
公
を
号
し
、
東
晋
の
孝
武
帝
に
対
し
て
蕃
臣
を
称
し
た
。
そ
こ
で
、
孝
武
帝
は
す
ぐ
さ
ま
、
定
の
自
称
を
承
認
し
て
、
そ
の
称
号
を
与

え
た
。
定
が
孝
武
帝
に
対
し
、
天
水
西
縣
と
武
都
の
上
禄
を
譲
り
受
け
、
仇
池
郡
と
し
た
い
と
求
め
る
と
、
孝
武
帝
は
こ
れ
を
許
可
し
た
。

太
元
十
五
年
（
三
九
〇
）、
孝
武
帝
は
ま
た
定
を
輔
国
将
軍
、
秦
州
刺
史
と
し
た
。
定
は
す
で
に
征
西
将
軍
と
自
署
し
て
い
た
。
孝
武
帝
は
、

定
を
持
節
、
都
督
隴
右
諸
軍
事
、
輔
国
大
将
軍
、
開
府
儀
同
三
司
に
昇
進
さ
せ
、
校
尉
と
刺
史
の
官
職
は
、
以
前
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
そ

の
年
、
定
は
、
天
水
の
略
陽
郡
に
進
撃
し
て
同
地
を
平
定
し
、
つ
い
に
秦
州
の
地
を
領
有
し
て
、
自
ら
隴
西
王
を
称
し
た
。
太
元
十
九
年

（
三
九
四
）
に
な
っ
て
、
定
は
隴
西
の
鮮
卑
族
、
乞
伏
乾
帰
（
西
秦
）
を
攻
撃
し
た
が
、
定
の
軍
勢
が
敗
北
し
、
定
は
殺
さ
れ
た
（『
晋
書
』

巻
一
二
五
乞
伏
乾
帰
伝
）。
定
に
は
子
供
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
佛
狗
の
息
子
盛
が
、
ま
ず
監
国
と
な
っ
て
仇
池
を
守
り
、
王
位
を
継
承
し
、

自
ら
使
持
節
、
征
西
将
軍
、
秦
州
刺
史
、
平
羌
校
尉
、
仇
池
公
を
号
し
た
。
盛
は
、
定
に
武
王
の
お
く
り
名
を
贈
っ
た
。
盛
は
、
諸
々
の
四

山
の
氐
、
羌
を
分
割
し
、
二
十
部
護
軍
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
鎮
戍
と
な
し
て
、
郡
県
は
置
か
な
か
っ
た
。
安
帝
の
隆
安
三
年
（
三
九
九
）、

盛
は
遣
使
し
て
東
晋
の
蕃
臣
を
称
し
、
特
産
物
を
献
上
し
た
。
安
帝
は
、
盛
を
輔
国
将
軍
、
平
羌
校
尉
、
仇
池
公
に
任
じ
た
。
元
興
三
年

（
四
〇
四
）、
桓
玄
が
東
晋
王
朝
を
補
佐
し
、
盛
を
平
北
将
軍
、
涼
州
刺
史
、
西
戎
校
尉
に
昇
進
さ
せ
た
。
義
熙
元
年
（
四
〇
五
）、
後
秦
の

姚
興
が
盛
を
討
伐
し
よ
う
と
し
、
盛
は
恐
れ
、
姚
興
の
も
と
に
息
子
の
難
当
を
人
質
と
し
て
差
し
出
し
た
。
姚
興
は
将
軍
の
王
敏
を
派
遣
し

て
東
晋
の
城
を
攻
撃
し
た
の
で
、
梁
州
の
別
駕
、
呂
瑩
は
、
盛
に
救
援
を
要
請
し
た
。
盛
は
そ
こ
で
援
軍
を
派
遣
し
た
が
、
軍
勢
が
濜
口
に

至
る
と
、
王
敏
は
撤
退
し
た
。
東
晋
は
、
盛
を
都
督
隴
右
諸
軍
事
、
征
西
大
将
軍
、
開
府
儀
同
三
司
に
任
命
し
た
。
こ
の
時
、
益
州
刺
史
の

毛
璩
が
桓
玄
を
討
っ
た
の
で
、
桓
玄
の
設
置
し
た
梁
州
刺
史
の
桓
希
は
敗
走
し
、
漢
中
が
政
治
的
空
白
地
帯
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
盛
は
兄

の
息
子
で
平
南
将
軍
の
撫
を
派
遣
し
て
漢
中
を
守
ら
せ
た
。
義
熙
三
年
（
四
〇
七
）、
ま
た
東
晋
は
盛
を
使
持
節
、
北
秦
州
刺
史
と
し
た
。
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盛
は
ま
た
、
将
軍
の
苻
宣
を
行
梁
州
刺
史
と
し
て
派
遣
し
、
撫
と
交
代
さ
せ
た
。
義
熙
九
年
（
四
一
三
）、
梁
州
刺
史
の
索
邈
が
南
城
に
駐

屯
し
た
の
で
、
苻
宣
は
帰
還
し
た
。
宋
の
高
祖
武
帝
（
劉
裕
）
が
即
位
す
る
と
、
盛
を
車
騎
大
将
軍
に
進
め
、
侍
中
の
位
を
加
え
た
。
永

初
三
年
（
四
二
二
）、
盛
を
改
め
て
武
都
王
に
封
じ
、
長
男
の
玄
を
武
都
王
世
子
と
な
し
て
、
前
将
軍
の
号
を
加
え
、
難
当
を
冠
軍
将
軍
、

撫
を
安
南
将
軍
に
そ
れ
ぞ
れ
任
命
し
た
。
盛
は
、
王
位
を
継
承
し
て
三
十
年
、
文
帝
の
元
嘉
二
年
（
四
二
五
）
六
月
に
死
亡
し
た
。
こ
の
と

き
盛
は
六
十
二
歳
で
あ
っ
た
。
盛
に
対
し
て
内
輪
で
お
く
り
名
を
贈
っ
て
、
恵
文
王
と
い
っ
た
。（
子
の
玄
が
王
位
を
継
承
し
た
。）

　

玄
の
あ
ざ
な
は
黄
眉
と
い
い
、
自
ら
使
持
節
、
都
督
隴
右
諸
軍
事
、
征
西
大
将
軍
、
開
府
儀
同
三
司
、
平
羌
校
尉
、
秦
州
刺
史
、
武
都
王

と
号
し
た
。
玄
は
宋
朝
の
蕃
臣
を
称
し
て
は
い
た
が
、
東
晋
の
安
帝
の
年
号
義
熙
を
奉
じ
て
い
た
。
玄
は
士
人
を
優
遇
し
、
流
民
と
土
民
の

双
方
か
ら
慕
わ
れ
た
。
安
南
将
軍
の
撫
は
文
武
の
知
略
を
兼
ね
備
え
て
い
た
の
で
、
玄
は
撫
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
元
嘉
三
年

（
四
二
六
）、
撫
の
息
子
が
殺
人
を
犯
し
た
こ
と
を
理
由
に
撫
も
併
せ
て
誅
殺
し
た
。
太
祖
文
帝
は
、
玄
を
使
持
節
、
征
西
将
軍
、
平
羌
校
尉
、

北
秦
州
刺
史
、
武
都
王
と
し
た
。
玄
は
そ
こ
で
、
東
晋
の
義
熙
の
年
号
を
改
め
て
宋
朝
の
元
嘉
の
正
朔
を
奉
じ
た
。
初
め
、
盛
は
玄
に
「
私

は
す
で
に
年
老
い
た
か
ら
晋
の
臣
下
で
あ
る
が
、
お
ま
え
は
（
若
い
の
だ
か
ら
）
宋
の
皇
帝
に
よ
く
仕
え
る
べ
き
だ
」
と
言
っ
た
。
そ
の
た

め
玄
は
宋
の
正
朔
を
奉
じ
た
の
で
あ
る
。
文
帝
は
盛
に
驃
騎
大
将
軍
の
称
号
を
追
贈
し
た
。
他
の
称
号
は
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
元
嘉
六
年

（
四
二
九
）
六
月
、
玄
が
死
亡
し
た
。
玄
に
対
し
内
輪
で
孝
昭
王
と
い
う
諡
を
贈
っ
た
。

　

玄
の
弟
の
難
当
は
、
玄
の
息
子
の
保
宗
（
ま
た
の
名
を
羌
奴
と
い
う
）
を
廃
し
、
自
ら
即
位
し
、
使
持
節
、
都
督
雍
・
涼
諸
軍
事
、
秦
州

刺
史
、
平
羌
校
尉
、
武
都
王
を
号
し
た
。
文
帝
は
、
難
当
を
冠
軍
将
軍
、
秦
州
刺
史
、
武
都
王
と
し
た
。
元
嘉
九
年
（
四
三
二
）、
文
帝
は
、

難
当
の
称
号
を
征
西
将
軍
に
昇
進
さ
せ
、
持
節
、
都
督
、
校
尉
の
称
号
を
加
え
た
（『
宋
書
』
巻
五
、
文
帝
紀
、
元
嘉
九
年
六
月
乙
未
条
）。

難
当
は
、
保
宗
を
鎮
南
将
軍
に
任
命
し
、
宕
昌
に
駐
屯
さ
せ
た
。
ま
た
、
次
男
の
順
を
鎮
東
将
軍
、
秦
州
刺
史
と
し
、
上
邽
を
守
ら
せ
た
。

保
宗
は
、
難
当
の
襲
撃
を
画
策
し
た
が
、
そ
の
こ
と
が
露
見
し
、
難
当
に
よ
っ
て
捕
え
ら
れ
収
監
さ
れ
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
四
方
の
流
民
が
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許
穆
之
と
郝
恢
之
の
二
人
を
擁
し
て
難
当
に
身
を
投
じ
、
許
穆
之
と
郝
恢
之
は
二
人
と
も
改
姓
し
て
、
姓
を
司
馬
と
し
た
。
許
穆
之
は
自
ら

飛
龍
と
名
の
り
、
郝
恢
之
は
自
ら
康
之
と
名
の
り
、
晋
王
室
の
近
親
で
あ
る
と
述
べ
た
。
康
之
は
、
そ
の
後
、
殺
さ
れ
た
。
元
嘉
十
年

（
四
三
三
）、
難
当
は
、
益
州
刺
史
の
劉
道
済
が
蜀
の
民
の
人
情
を
失
っ
た
の
で
、
軍
隊
を
派
遣
し
て
飛
龍
を
支
援
し
て
蜀
を
攻
撃
さ
せ
た
。

し
か
し
、
劉
道
済
は
飛
龍
を
撃
破
し
、
こ
れ
を
斬
殺
し
た
。
こ
の
時
、
梁
州
刺
史
の
甄
法
護
の
統
治
は
不
条
理
で
、
文
帝
は
梁
州
刺
史
と
し

て
蕭
思
話
を
派
遣
し
、
甄
法
護
と
交
代
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
難
当
は
蕭
思
話
が
ま
だ
梁
州
に
到
着
し
な
い
の
で
、
甄
法
護
が
降
伏
す
る
だ
ろ

う
と
思
い
、
挙
兵
し
て
梁
州
を
襲
撃
し
、
白
馬
を
破
り
、
晋
昌
太
守
の
張
範
を
捕
え
た
。
甄
法
護
は
、
参
軍
の
魯
安
期
、
沈
法
慧
ら
を
派
遣

し
て
難
当
を
拒
ん
だ
が
、
彼
ら
は
み
な
敗
走
し
た
。
難
当
は
ま
た
、
建
忠
将
軍
の
趙
進
に
葭
萌
を
攻
撃
さ
せ
、
晋
寿
の
太
守
范
延
期
を
捕
え

さ
せ
た
。
そ
の
年
の
十
一
月
、
甄
法
護
は
、
梁
州
城
を
す
て
、
洋
川
に
亡
命
し
た
。
難
当
は
つ
い
に
漢
中
の
地
を
領
有
し
た
。
難
当
は
、
氐

族
の
苻
粟
持
を
梁
州
刺
史
と
し
た
が
、
苻
粟
持
が
、
そ
の
凶
暴
さ
ゆ
え
に
殺
害
さ
れ
た
た
め
、
司
馬
の
趙
温
を
代
わ
り
に
梁
州
刺
史
と
し
た
。

十
（
一
）
年
正
月
、
蕭
思
話
は
、
司
馬
の
蕭
承
之
を
先
遣
隊
と
し
て
、
楊
難
当
を
討
伐
さ
せ
た
。
蕭
承
之
は
、
進
撃
す
る
と
こ
ろ
で
勝
利
を

収
め
、
つ
い
に
梁
州
を
平
定
し
た
。
詳
細
は
蕭
思
話
の
伝
記
に
記
さ
れ
て
い
る
（『
宋
書
』
巻
七
八
、
蕭
思
話
伝）

1
（

）。

　
（
元
嘉
十
一
年
）
四
月
、
難
当
は
遣
使
し
て
上
表
し
、
謝
罪
し
て
言
っ
た
。

　
「
わ
た
く
し
は
聞
い
て
お
り
ま
す
。
生
れ
つ
き
持
ち
合
わ
せ
た
徳
は
、
人
み
な
同
じ
で
あ
り
、
た
だ
そ
の
栄
枯
盛
衰
が
分
か
れ
、
異
な
っ

た
運
命
に
遭
遇
す
る
と
。
私
が
身
に
余
る
天
子
の
恩
を
受
け
る
に
至
っ
て
は
、
ま
こ
と
に
感
謝
の
言
葉
も
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
狂

人
と
聖
人
で
は
歩
む
道
が
異
な
り
ま
す
が
、
な
お
内
に
は
忠
誠
心
を
抱
い
て
お
り
ま
す
。
ま
し
て
君
主
や
親
と
い
っ
た
無
二
の
存
在
に
対
し

て
、
期
せ
ず
し
て
感
応
す
る
も
の
で
す
。
私
は
常
に
力
を
尽
く
し
て
、
陛
下
の
聖
徳
に
報
い
よ
う
と
し
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
真
心
は
通

ぜ
ず
、
私
に
対
す
る
謗
り
の
声
が
広
ま
り
ま
し
た
。
梁
州
刺
史
の
甄
法
護
は
、
私
を
謗
り
、
司
馬
飛
龍
を
派
遣
し
て
西
蜀
を
乱
し
、
い
た
る

と
こ
ろ
で
事
実
で
な
い
こ
と
を
言
い
ふ
ら
し
、
人
を
罪
に
陥
れ
ま
し
た
。
彼
ら
の
言
う
こ
と
は
一
つ
と
し
て
事
実
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
万
里
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に
わ
た
り
、
無
道
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
、
流
言
飛
語
（
風
塵
之
声
）
は
日
増
し
に
甚
だ
し
く
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
逆
賊
と
と
も
に
生

き
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
潔
く
死
を
選
ぼ
う
と
（
與
其
逆
生
、
寧
就
清
滅
）、
文
官
も
武
官
も
と
も
に
憤
慨
し
、
私
は
そ
れ
を
制
止
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
こ
で
私
は
参
軍
の
姚
道
賢
に
書
簡
を
も
た
せ
、
梁
州
刺
史
の
蕭
思
話
の
も
と
に
参
上
さ
せ
、
つ
い
で
ま
た
御
史
台
に
赴
か
せ

て
罪
に
服
す
る
つ
も
り
で
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
姚
道
賢
は
西
城
に
ま
で
至
る
と
、
守
備
兵
に
殺
害
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
使
者
の
所
持

品
は
隠
蔽
さ
れ
（
行
李
蔽
擁
）、
日
の
目
を
見
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
方
、
甄
法
護
は
恐
れ
お
の
の
い
て
、
風
評
を
聞
い
て
逃

亡
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
私
は
す
ぐ
に
軍
を
撤
退
さ
せ
、
い
さ
さ
か
の
侵
略
の
罪
を
犯
す
こ
と
な
く
、
少
数
の
守
備
兵
を
一
時
的
に
留
め
て
、

宋
朝
の
軍
隊
と
の
合
流
を
待
ち
ま
し
た
。
そ
の
数
十
日
後
に
宋
の
軍
隊
が
到
着
し
ま
し
た
。
私
た
ち
の
守
備
兵
は
弱
小
で
あ
り
、
お
び
え
て

任
務
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
思
い
、
さ
ら
に
軽
装
兵
を
派
遣
し
、
と
も
に
宋
軍
に
合
流
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
秦
の
流
民
に

遭
遇
す
る
と
、
郷
土
を
な
つ
か
し
み
、
右
往
左
往
す
る
ば
か
り
で
（
行
将
既
旋
）、
統
制
が
取
れ
ず
、
私
に
阻
止
す
る
力
も
な
く
（
由
臣
約

防
無
素
）、
こ
の
よ
う
な
失
敗
を
犯
し
た
次
第
で
す
。

　

私
ど
も
は
、
も
と
も
と
歴
代
、
宋
朝
の
蕃
臣
と
し
て
、
皇
帝
陛
下
の
こ
と
さ
ら
の
寵
遇
を
得
て
お
り
ま
し
た
。
初
め
を
正
す
こ
と
が
、
天

子
の
教
化
の
基
礎
で
あ
り
（
王
化
始
基
）、
天
道
に
し
た
が
い
、
命
を
委
ね
（
順
天
委
命
）、
名
を
求
め
て
義
を
期
す
（
要
名
期
義
）
と
い
う

よ
う
な
こ
と
は）

2
（

、
今
日
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
で
す
が
、
ど
う
し
て
妖
妄
な
こ
と
に
か
こ
つ
け
て
、
成
功
を
き
ず
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま

し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
明
白
で
あ
り
、
ど
う
か
陛
下
に
お
か
れ
て
は
賢
明
な
判
断
を
く
だ
さ
れ
る
よ
う
に
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

た
だ
私
の
さ
さ
や
か
な
志
が
陛
下
の
も
と
に
届
か
ず
、
私
の
行
為
が
忠
誠
と
違
い
、
そ
の
う
わ
さ
が
朝
廷
に
伝
わ
り
、
軍
隊
を
出
動
さ
せ
る

事
態
を
招
き
ま
し
た
こ
と
は
、
私
と
し
て
深
く
恥
じ
入
る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
罪
は
ま
さ
に
誅
罰
に
あ
た
い
し
ま
す
。
未
開
の
地
の
果
て
か
ら
、

切
に
せ
つ
に
罪
を
請
い
、
謹
ん
で
兼
長
史
の
斉
亮
を
派
遣
し
て
担
当
部
署
の
命
令
を
お
聴
き
し
、
併
せ
て
私
ど
も
に
宋
朝
か
ら
授
与
さ
れ
て

お
り
ま
し
た
十
一
の
符
策
を
奉
還
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
伏
し
て
陛
下
の
お
ぼ
し
め
し
（
天
旨
）
を
受
け
た
い
と
存
じ
ま
す
。」
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宋
朝
の
文
帝
は
、
楊
難
当
が
辺
境
の
末
裔
な
の
で
、
勅
書
を
下
し
て
言
っ
た
。「
楊
難
当
の
上
奏
文
は
、
こ
の
よ
う
で
あ
り
、
以
前
の
罪

を
後
悔
し
、
謝
罪
し
て
い
る
。
寛
大
な
心
で
許
し
、
あ
わ
せ
て
特
別
に
章
旗
、
符
節
（
楊
難
当
が
返
上
し
た
符
策
）
は
戻
し
て
や
ろ
う
。」

　

元
嘉
十
二
年
（
四
三
五
）、
難
当
は
、
保
宗
を
釈
放
し
て
童
亭
に
駐
屯
さ
せ
た
（『
資
治
通
鑑
』
巻
一
二
二
）
が
、
保
宗
は
（
北
魏
に
）
逃

亡
し
た
。
北
魏
（
索
虜
）
の
皇
帝
、
太
武
帝
（
拓
跋
燾
）
は
保
宗
を
都
督
隴
西
諸
軍
事
、
征
西
大
将
軍
、
開
府
儀
同
三
司
、
平
羌
校
尉
、
南

秦
王
と
し
て
、
上
邽
を
襲
撃
さ
せ
た
。
そ
の
と
き
難
当
の
息
子
順
は
防
禦
に
失
敗
し
、
退
却
し
た
。
北
魏
太
武
帝
は
保
宗
を
雍
州
刺
史
と

し
、
下
辯
を
守
ら
せ
た
。
元
嘉
十
三
年
（
四
三
六
）
三
月
、
難
当
は
自
ら
即
位
し
て
大
秦
王
と
な
り
、
建
義
と
い
う
年
号
を
称
し
、
妻
を
王

后
と
し
、
世
継
ぎ
を
太
子
と
し
て
、
百
官
を
置
い
た
。
そ
の
官
僚
制
度
は
す
べ
て
宋
朝
（
天
朝
）
の
制
度
に
な
ら
っ
た
。
し
か
し
、
な
お
難

当
は
宋
朝
を
奉
り
、
朝
貢
は
絶
え
な
か
っ
た
（『
資
治
通
鑑
』
巻
一
二
三
）。
元
嘉
十
七
年
（
四
四
〇
）、
難
当
の
国
内
は
、
ひ
ど
い
日
照
り

に
み
ま
わ
れ
、
災
害
が
多
か
っ
た
の
で
、
難
当
は
、
王
号
を
と
り
下
げ
、
大
秦
王
か
ら
武
都
王
に
戻
し
た
（『
宋
書
』
巻
五
、
文
帝
紀
、『
資

治
通
鑑
』
巻
一
二
三
）。

　

元
嘉
十
八
年
（
四
四
一
）
十
月
、
難
当
は
国
を
あ
げ
て
南
方
に
侵
攻
し
、
蜀
の
地
を
領
有
し
て
漢
中
へ
の
進
軍
を
図
っ
た
。
そ
こ
で
宋
朝

は
建
忠
将
軍
の
苻
沖
を
東
洛
か
ら
出
撃
さ
せ
、
難
当
の
侵
攻
を
防
が
せ
た
。
だ
が
、
梁
州
刺
史
の
劉
真
道
は
苻
沖
を
迎
撃
し
、
こ
れ
を
斬
っ

た
。
十
一
月
、
難
当
は
葭
萌
の
戦
闘
に
勝
ち
、
晋
寿
太
守
の
申
坦
を
捕
え
て
、
つ
い
に
涪
城
を
包
囲
し
た
。
し
か
し
巴
西
太
守
の
劉
道
錫
が

籠
城
し
て
守
り
を
固
め
た
の
で
、
難
当
は
十
日
あ
ま
り
攻
城
し
た
が
勝
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
帰
還
し
た
（『
資
治
通
鑑
』
巻
一
二
三
）。
元
嘉

十
九
年
（
四
四
二
）
正
月
、
宋
の
文
帝
は
、
龍
驤
将
軍
の
裴
方
明
、
太
子
左
積
弩
将
軍
の
劉
康
祖
、
後
軍
参
軍
の
梁
坦
の
甲
士
三
千
人
を
派

遣
し
、
ま
た
、
荊
州
と
雍
州
の
兵
を
出
撃
さ
せ
て
難
当
を
攻
撃
し
た
。
荊
州
と
雍
州
の
兵
は
、
梁
州
刺
史
の
劉
真
道
の
指
揮
下
に
置
い
た

（『
資
治
通
鑑
』
巻
一
二
四
）。
五
月
、
裴
方
明
ら
は
漢
中
に
到
達
し
、
長
躯
し
て
進
軍
し
た
。
劉
真
道
は
武
興
に
至
り
、
偽
建
忠
将
軍
の
苻

隆
を
攻
撃
し
、
こ
れ
に
勝
利
し
た
。
安
西
参
軍
の
韋
俊
、
建
武
将
軍
の
姜
道
盛
は
別
の
道
か
ら
下
辯
に
向
か
い
、
劉
真
道
も
ま
た
司
馬
の
夏
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侯
穆
季
を
西
に
向
か
わ
せ
白
水
を
奪
取
さ
せ
た
。
難
当
の
息
子
で
雍
州
刺
史
の
順
、
建
忠
将
軍
の
楊
亮
が
防
戦
し
た
が
、
宋
軍
の
勢
い
を
聞

き
、
恐
れ
て
逃
亡
し
た
。
閏
月
、
裴
方
明
は
蘭
皐
に
至
り
、
難
当
の
鎮
北
将
軍
の
苻
義
徳
、
建
節
将
軍
の
苻
弘
祖
は
、
一
万
あ
ま
り
の
兵
で

陣
を
築
き
、
裴
方
明
の
攻
撃
を
防
ご
う
と
し
た
。
し
か
し
裴
方
明
は
こ
れ
を
撃
破
し
、
苻
弘
祖
を
斬
り
、
二
千
余
人
を
殺
し
た
。
こ
の
た
め

苻
義
徳
は
遁
走
し
た
。（
裴
方
明
が
勝
利
し
た
の
で
）
天
水
の
任
愈
之
は
部
曲
を
率
い
て
宋
朝
に
帰
順
し
た
。
難
当
の
世
継
ぎ
で
撫
軍
大
将

軍
の
和
は
、
修
城
に
立
て
こ
も
っ
た
が
、
裴
方
明
も
ま
た
軍
を
派
遣
し
、
任
愈
之
を
率
い
て
和
を
攻
め
、
大
い
に
こ
れ
を
破
っ
た
。
そ
の
結

果
、
難
当
は
妻
子
を
連
れ
て
北
魏
に
亡
命
し
た
（『
魏
書
』
巻
四
世
祖
紀
下
）。
難
当
は
そ
の
後
、
北
魏
で
亡
く
な
っ
た
（『
魏
書
』
巻
一

〇
一
氐
伝
）。
安
西
参
軍
の
魯
尚
期
は
、
難
当
を
追
っ
て
寒
峡
か
ら
出
撃
し
、
建
節
将
軍
の
楊
保
熾
、
安
昌
侯
の
楊
虎
頭
を
生
け
捕
り
に
し

た
。
初
め
、
難
当
は
、
第
二
子
の
虎
を
鎮
南
将
軍
、
益
州
刺
史
に
任
じ
て
陰
平
を
守
ら
せ
て
い
た
。
だ
が
、
虎
は
父
親
が
北
魏
に
逃
亡
し
た

こ
と
を
聞
く
と
逃
げ
帰
り
、
下
辯
に
至
っ
た
。
裴
方
明
は
、
息
子
の
蕭
之
を
派
遣
し
て
虎
を
要
撃
さ
せ
て
捕
え
、
虎
を
京
師
に
護
送
し
た
。

虎
は
建
康
の
市
場
で
処
刑
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
仇
池
は
平
定
さ
れ
た
。

　

宋
の
文
帝
は
、
輔
国
司
馬
の
胡
崇
之
を
龍
驤
将
軍
、
秦
州
刺
史
、
平
羌
校
尉
と
し
、
仇
池
を
守
ら
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
北
魏

の
太
武
帝
（
索
虜
の
拓
跋
燾
）
は
、
安
西
将
軍
の
吐
奚
弼
、
平
北
将
軍
の
拓
跋
斉
ら
に
二
万
の
軍
勢
を
率
い
さ
せ
て
派
遣
し
、
胡
崇
之
を
迎

撃
し
た
。
元
嘉
二
十
年
（
四
四
三
）
二
月
、
胡
崇
之
は
濁
水
に
到
達
し
た
。
そ
こ
は
仇
池
を
去
る
こ
と
八
十
里
の
地
で
あ
っ
た
。
同
地
に
お

い
て
、
胡
崇
之
は
、
北
魏
の
拓
跋
斉
ら
と
遭
遇
し
、
戦
っ
た
が
敗
北
し
た
。
生
き
残
っ
た
兵
士
は
、
漢
中
に
逃
げ
帰
っ
た
（『
資
治
通
鑑
』

巻
一
二
四
）。

　

三
月
、
先
の
鎮
東
司
馬
の
苻
達
、
征
西
従
事
中
郎
の
任
朏
ら
が
義
挙
の
兵
を
あ
げ
、
保
宗
の
弟
の
文
徳
を
君
主
に
戴
い
た
。
北
魏
の
拓
跋

斉
は
、
兵
士
の
蜂
起
を
聞
く
と
逃
走
し
た
が
、
苻
達
は
こ
れ
を
追
撃
し
、
拓
跋
斉
を
斬
り
殺
し
、
白
崖
を
拠
点
に
し
て
、
国
境
の
陣
営
を
手

分
け
し
て
平
定
し
た
。
文
徳
は
自
ら
使
持
節
、
都
督
秦
・
河
・
涼
三
州
諸
軍
事
、
征
西
大
将
軍
、
秦
・
河
・
涼
三
州
牧
、
平
羌
校
尉
、
仇
池
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公
を
号
し
、
戦
勝
文
を
竿
に
付
け
（
露
板
、
露
布
）、
宋
の
朝
廷
に
報
告
し
た
。

　

宋
の
文
帝
は
、
文
徳
に
勅
書
を
下
し
て
言
っ
た
。「
近
頃
、
校
尉
仇
池
公
（
楊
難
当
）
は
、
北
魏
に
上
表
し
、
勝
手
な
行
動
を
と
り
、
仇

池
を
襲
撃
し
た
。
宋
の
将
兵
は
傷
つ
き
、
多
く
の
民
は
塗
炭
の
苦
し
み
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
朕
は
、
ね
ん
ご
ろ
に
西
方
を
か
え
り
み）

3
（

、
憐
み

の
気
持
を
心
に
抱
い
た
。
楊
文
徳
は
代
々
誠
実
で
忠
順
で
あ
り
、
そ
の
真
心
は
国
家
を
思
い
や
り
、
義
挙
の
兵
を
糾
合
し
て
率
い
、
凶
暴
で

醜
悪
な
敵
を
殺
し
つ
く
し
た
。
そ
の
鋒
旗
の
向
か
う
と
こ
ろ
、
敵
軍
は
一
人
残
ら
ず
殲
滅
さ
れ
た
。
悪
い
気
や
邪
気
は
澄
み
清
め
ら
れ
、
氐

羌
の
国
境
地
帯
は
、
み
な
安
寧
と
な
っ
た
。
こ
の
功
績
を
思
え
ば
、
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
す
ぐ
に
使
者
を
派
遣
し
て
文
徳
を

慰
労
し
、
朝
廷
の
命
令
を
宣
示
し
、
あ
わ
せ
て
梁
州
刺
史
の
申
坦
に
勅
書
を
下
し
、
随
時
に
文
徳
を
応
援
で
き
る
よ
う
に
さ
せ
よ
。」
文
帝

は
ま
た
、
文
徳
に
勅
書
を
下
し
て
言
っ
た
。「
思
う
に
勲
功
を
顕
彰
し
記
録
す
る
こ
と
は
、
国
家
の
制
度
で
あ
り
、
恩
賞
を
授
け
る
場
合
は

速
や
か
に
し
て
時
間
を
お
く
べ
き
で
は
な
い
。
楊
文
徳
の
志
気
は
果
敢
で
あ
り
、
文
武
を
兼
ね
備
え
、
機
会
に
乗
じ
て
人
知
れ
ず
発
奮
し
た
。

殊
勝
な
功
績
が
頻
繁
に
重
な
り
、
戦
勝
を
告
げ
、
忠
誠
を
示
し
、
遠
方
か
ら
捕
虜
を
朝
廷
に
献
上
し
て
き
た
。
事
態
が
窮
迫
し
、
す
で
に
親

の
亡
き
状
態
の
中
（
朝
無
暫
土
、
樹
難
自
粛）

4
（

）、
文
徳
の
功
績
は
非
常
に
顕
著
で
あ
り
、
朕
は
と
て
も
喜
ん
で
い
る
。
楊
氏
の
祖
先
は
西
方

辺
境
の
防
備
に
尽
力
し
、
そ
の
忠
義
は
代
々
、
積
み
重
な
っ
て
い
る
。
楊
氏
先
祖
の
残
し
た
功
績
を
よ
く
引
き
継
ぎ
、
寵
愛
と
栄
誉
を
受
け

る
の
が
よ
か
ろ
う
。
楊
文
徳
を
使
持
節
、
散
騎
常
侍
、
都
督
北
秦
・
雍
二
州
諸
軍
事
、
征
西
大
将
軍
、
平
羌
校
尉
、
北
秦
州
刺
史
に
任
じ
、

武
都
王
に
封
ず
る
こ
と
に
し
よ
う
。」（『
宋
書
』
巻
五
、
文
帝
紀
、
元
嘉
二
十
年
七
月
）。

　

任
朏
の
祖
父
の
岐
、
伯
父
の
祚
、
父
の
綜
は
み
な
楊
氏
に
仕
え
、
諮
議
従
事
中
郎
と
な
っ
た
。
任
朏
に
は
大
き
な
志
が
あ
り
、
文
徳
は
こ

れ
を
左
司
馬
と
し
た
。
文
徳
は
宋
朝
の
命
令
を
受
け
、
進
軍
し
て
茄
蘆
城
に
駐
屯
し
た
が
、
元
嘉
二
十
五
年
（
四
四
八
）、
北
魏
に
攻
撃
さ

れ
た
た
め
、
漢
中
に
逃
走
し
た
。
こ
の
と
き
劉
駿
（
後
の
世
祖
孝
武
帝
）
が
襄
陽
に
駐
屯
し
て
お
り
、
文
徳
を
拘
束
し
て
建
康
に
送
還
し
た
。

文
徳
は
防
禦
に
失
敗
し
た
咎
に
よ
り
免
職
と
な
り
、
爵
位
と
領
地
を
削
ら
れ
た
（『
資
治
通
鑑
』
巻
一
二
五
）。
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元
嘉
二
十
七
年
（
四
五
〇
）、
宋
朝
の
軍
隊
が
北
伐
を
行
い
、
文
徳
を
輔
国
将
軍
に
起
用
し
た
。
文
徳
は
軍
を
率
い
て
漢
中
よ
り
西
に
進

み
、
汧
、
隴
を
震
撼
さ
せ
た
。
文
徳
の
宗
族
、
楊
高
は
、
陰
平
、
平
武
に
い
る
諸
々
の
氐
族
を
平
定
し
、
唐
魯
橋
に
立
て
こ
も
り
、
文
徳
の

進
軍
を
拒
ん
だ
。
文
徳
は
、
水
陸
双
方
か
ら
楊
高
を
攻
撃
し
、
大
い
に
こ
れ
を
撃
破
し
た
。
楊
高
の
兵
士
は
散
り
散
り
に
逃
走
し
た
。
楊
高

は
羌
族
の
も
と
に
遁
走
し
た
の
で
、
文
徳
は
こ
れ
を
追
撃
し
て
黎
卬
嶺
に
至
っ
た
。
楊
高
は
、
単
身
で
羌
族
の
仇
阿
弱
の
家
に
身
を
投
じ
た

が
、
文
徳
は
追
撃
し
て
こ
れ
を
斬
殺
し
た
。
こ
う
し
て
陰
平
、
平
武
は
す
べ
て
が
平
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
宋
朝
は
文
徳
を
派
遣
し
て
啖
提
氐

を
攻
撃
さ
せ
た
が
、
文
徳
は
勝
て
な
か
っ
た
。
梁
州
刺
史
の
劉
秀
之
は
文
徳
を
拘
束
し
て
荊
州
に
送
還
し
、
文
徳
の
従
祖
兄
の
頭
を
茄
蘆
に

駐
屯
さ
せ
た
（『
資
治
通
鑑
』
巻
一
二
五
）。
荊
州
刺
史
南
郡
王
の
義
宣
が
反
乱
を
起
こ
し
た
時
、
文
徳
は
そ
れ
に
同
調
せ
ず
、
殺
害
さ
れ
た
。

孝
武
帝
は
、
文
徳
に
追
贈
し
て
、
征
虜
将
軍
、
秦
州
刺
史
と
し
た
。

　

孝
建
二
年
（
四
五
五
）、
孝
武
帝
は
、
保
宗
の
息
子
、
元
和
を
征
虜
将
軍
と
し
、
頭
を
輔
国
将
軍
と
し
た
。
元
和
は
、
楊
氏
の
正
統
で
あ

り
、
多
く
の
氐
族
は
、
互
い
に
元
和
を
王
に
推
戴
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
元
和
は
年
若
く
、
才
能
も
乏
し
か
っ
た
の
で
、
部

族
を
統
轄
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
頭
の
母
、
妻
、
子
弟
は
み
な
北
魏
に
捕
え
ら
れ
て
い
た
。
頭
は
宋
朝
に
対
し
て
真
心
を
さ
さ
げ
、

従
順
で
あ
っ
た
が
、
宋
の
朝
廷
は
頭
を
重
用
し
な
か
っ
た
。
朝
廷
は
元
和
の
称
号
と
位
を
承
認
せ
ず
、
仇
池
部
族
は
ま
だ
定
ま
っ
た
君
主
を

得
て
い
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
雍
州
刺
史
の
王
玄
謨
は
上
表
し
て
皇
帝
に
申
し
あ
げ
た
。「
勅
書
を
授
か
り
ま
し
た
の
で
、
私
は
使
者
を
派
遣
し
、
楊
元
和
と

楊
頭
に
お
互
い
の
様
子
を
た
ず
ね
、
信
頼
で
き
る
情
報
を
朝
廷
に
お
届
け
し
ま
し
た
。
ま
た
、
中
軍
行
参
軍
の
呂
智
宗
に
信
書
を
も
た
せ
、

自
ら
も
使
者
を
智
宗
に
従
っ
て
派
遣
し
ま
し
た
。
頭
が
智
宗
に
語
る
に
は
、『
近
頃
、
私
は
家
を
破
産
さ
せ
て
、
国
の
た
め
に
尽
く
し
ま
し

た
。
母
、
妻
、
子
弟
は
み
な
北
魏
に
拉
致
さ
れ
ま
し
た
。
孝
道
を
か
え
り
み
ず
、
力
を
つ
く
し
て
辺
境
を
守
り
、
忠
義
を
つ
く
し
、
誠
を
つ

く
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
私
の
働
き
は
い
ま
だ
に
朝
廷
に
知
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
』
と
。
も
し
、
元
和
が
王
位
を
継
承
し
ま
し
た
ら
、
元
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和
に
王
位
と
爵
位
を
授
け
る
の
が
よ
ろ
し
い
と
思
い
ま
す
。
も
し
、
元
和
が
年
若
く
、
大
任
に
堪
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
別
人

に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
近
頃
の
公
私
の
み
だ
れ
、
華
・
夷
対
立
の
原
因
は
、
み
な
、
こ
れ
に
由
来
し
ま
す
。
わ
た
く
し
は
伏
し

て
、
お
た
ず
ね
致
し
ま
す
が
、
頭
は
元
嘉
以
来
、
じ
つ
に
宋
王
朝
に
忠
誠
を
つ
く
し
、
親
を
捨
て
、
愛
す
る
人
を
捨
て
て
お
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
ま
こ
と
に
立
派
な
こ
と
で
す
。
氐
族
と
羌
族
は
、
遠
隔
の
地
に
居
り
、
ま
た
虜
（
北
魏
）
と
非
常
に
近
い
た
め
、
彼
ら
に
対
す
る
統
制

を
き
つ
く
す
る
と
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
反
発
し
ま
す
し
、
緩
く
す
る
と
す
ぐ
に
恨
み
ま
す
。
頭
の
人
に
語
る
内
容
を
見
ま
す
と
、
仇
池
公
の
地

位
を
希
望
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
西
秦
州
仮
節
の
職
を
希
望
し
て
い
る
だ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
の
意
見
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
氐
羌
は

漢
川
を
守
り
、
北
魏
か
ら
の
侵
攻
を
な
く
さ
せ
る
こ
と
で
す
。
頭
は
じ
つ
に
力
が
あ
り
、
四
千
戸
の
荒
れ
果
て
た
州
は
、
ほ
と
ん
ど
惜
し
む

に
た
り
ま
せ
ん
。
元
和
は
年
若
く
、
ひ
よ
わ
で
、
今
は
ま
だ
こ
れ
に
政
治
を
委
ね
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
数
年
後
に
は
必
ず
や
後
継
者
の
任

に
堪
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
時
に
は
元
和
を
用
い
る
こ
と
は
難
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
元
和
の
能
力
が
適
わ
な
け
れ
ば
、
氐
羌
は
す
ぐ

に
頭
に
帰
順
す
る
で
し
ょ
う
。
茄
蘆
が
守
れ
な
け
れ
ば
、
漢
川
も
ま
た
統
治
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
で
し
ょ
う
。」

　

し
か
し
、
孝
武
帝
は
許
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
元
和
を
擁
立
し
て
武
都
王
と
な
し
た
。
元
和
は
白
水
を
治
め
た
が
、
独
立
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
ま
た
北
魏
に
逃
亡
し
た
。
元
和
の
従
弟
、
僧
嗣
が
、
ま
た
自
ら
即
位
し
、
茄
蘆
に
帰
還
し
て
同
地
に
駐
屯
し
た
。
そ
こ
で
、
僧
嗣

を
寧
朔
将
軍
、
仇
池
太
守
と
し
た
。
泰
始
二
年
（
四
六
六
）、
太
宗
明
帝
は
勅
書
を
下
し
て
言
っ
た
。「
僧
嗣
は
、
遠
方
に
あ
っ
て
西
の
境
界

を
守
り
、
代
々
、
宋
朝
に
対
し
て
厚
く
忠
誠
を
誓
っ
て
き
た
。
僧
嗣
の
善
行
を
顕
彰
し
、
そ
の
義
と
節
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
よ
ろ
し
い
。

僧
嗣
を
、
冠
軍
将
軍
、
北
秦
州
刺
史
、
武
都
王
に
任
ず
る
。
太
守
の
位
は
も
と
の
ま
ま
と
す
る
。」（『
宋
書
』
巻
八
、
明
帝
紀
、
泰
始
二
年

七
月
丁
酉
）。

　

泰
始
三
年
（
四
六
七
）、
明
帝
は
、
僧
嗣
に
持
節
、
都
督
北
秦
・
雍
二
州
諸
軍
事
を
加
え
、
称
号
を
征
西
将
軍
に
昇
進
さ
せ
た
。（『
宋
書
』

巻
八
、
明
帝
紀
、
泰
始
三
年
四
月
乙
未
）
校
尉
と
刺
史
の
称
号
は
以
前
の
と
お
り
と
し
た
。
僧
嗣
が
亡
く
な
り
、
従
弟
の
文
度
が
ま
た
自
ら
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即
位
し
た
。
泰
豫
元
年
（
四
七
二
）、
後
廃
帝
は
、
文
度
を
龍
驤
将
軍
、
略
陽
太
守
と
し
、
武
都
王
に
封
じ
、
さ
ら
に
龍
驤
の
将
軍
号
を
改

め
て
寧
朔
将
軍
と
し
た
。
元
徽
四
年
（
四
七
六
）、
後
廃
帝
は
、
文
度
に
（
都
）
督
北
秦
州
諸
軍
事
、
平
羌
校
尉
、
北
秦
州
刺
史
の
称
号
を

加
え
た
。
将
軍
の
称
号
は
以
前
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
文
度
は
、
弟
の
龍
驤
将
軍
文
弘
を
派
遣
し
て
（
北
魏
領
と
な
っ
て
い
た
）
仇
池
を
攻

撃
し
、
北
魏
の
守
備
兵
を
蘭
皐
で
打
ち
破
っ
た
（『
資
治
通
鑑
』
巻
一
三
四
）。

　

昇
明
元
年
（
四
七
七
）、
順
帝
は
勅
書
を
下
し
て
言
っ
た
。「
優
れ
た
褒
賞
は
条
理
が
あ
り
、
ま
こ
と
に
国
家
の
制
度
を
明
ら
か
に
す
る
。

論
功
行
賞
は
こ
の
よ
う
に
明
ら
か
で
あ
り
（
疇
庸
斯
炳
）、
史
書
に
掲
載
す
る
。（
都
）
督
北
秦
州
諸
軍
事
、
寧
朔
将
軍
、
平
羌
校
尉
、
北
秦

州
刺
史
、
武
都
王
の
楊
文
度
一
門
は
（
皇
帝
か
ら
の
）
輝
か
し
い
寵
愛
を
う
け
、
代
々
、
辺
境
に
栄
誉
を
輝
か
し
た
。
忠
義
の
成
果
は
す
で

に
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
才
能
と
勲
功
は
と
も
に
顕
彰
さ
れ
た
。
ま
た
龍
驤
将
軍
の
楊
文
弘
は
、（
文
度
の
た
て
た
）
方
針
に
慎
み
深
く
協

力
し
、
自
ら
陣
頭
に
立
っ
て
民
や
兵
士
を
鼓
舞
し
、
百
頃
に
威
光
を
伸
ば
し
、
蘭
皐
を
席
捲
し
た
。
そ
の
立
派
な
功
績
は
、
喜
び
と
感
嘆
に

値
す
る
。
爵
位
を
授
け
、
そ
の
勲
功
に
報
ず
る
の
が
よ
か
ろ
う
。
文
度
に
対
し
て
は
使
持
節
、
都
督
北
秦
・
雍
二
州
諸
軍
事
、
征
西
将
軍
の

称
号
を
授
け
、
刺
史
、
校
尉
の
称
号
は
以
前
の
ま
ま
と
す
る
。
ま
た
、
文
弘
は
輔
国
将
軍
、
略
陽
太
守
に
任
ず
る
。」（『
宋
書
』
巻
十
、
順

帝
紀
、
閏
十
二
月
辛
丑
）。

　

そ
の
年
、
北
魏
が
茄
蘆
を
破
り
、
文
度
は
殺
さ
れ
た
。
そ
こ
で
文
度
に
本
官
を
追
贈
し
、
散
騎
常
侍
を
加
え
た
。
文
弘
を
（
都
）
督
北
秦

州
諸
軍
事
、
平
羌
校
尉
、
北
秦
州
刺
史
と
し
、
文
度
の
後
を
継
が
せ
て
武
都
王
に
封
じ
た
。
将
軍
の
称
号
は
以
前
の
と
お
り
と
し
た
。
文
弘

は
武
興
に
退
却
し
て
統
治
し
た
。

146



注（
1
）『
宋
書
』
巻
五
、
文
帝
紀
、
元
嘉
十
一
年
四
月
条
に
よ
れ
ば
、
蕭
思
話
が
楊
難
当
を
破
り
、
梁
州
を
平
定
し
た
の
は
、
元
嘉
十
一
年
（
四
三

四
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
同
書
巻
七
八
の
「
蕭
思
話
」
伝
は
詳
細
で
あ
る
が
、
全
体
に
年
月
を
一
年
早
く
し
て
記
述
す
る
。

そ
の
た
め
か
、『
宋
書
』
氐
胡
伝
で
は
、
元
嘉
十
一
年
正
月
の
事
件
を
元
嘉
十
年
正
月
の
こ
と
と
し
、
元
嘉
十
年
十
一
月
の
記
事
の
あ
と
に
続

け
て
記
述
す
る
と
い
う
不
手
際
を
生
じ
た
。
以
上
の
史
料
の
ほ
か
、『
資
治
通
鑑
』
巻
一
二
二
を
参
照
し
て
事
件
の
経
過
を
み
る
と
、
次
の
よ

う
に
な
る
。
元
嘉
十
年
三
月
、
梁
・
南
秦
二
州
刺
史
の
甄
法
護
の
悪
政
を
聞
い
た
文
帝
は
、
一
族
中
よ
り
蕭
思
話
を
起
用
し
て
、
甄
法
護
と

交
代
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
同
年
十
一
月
、
仇
池
国
の
楊
難
当
は
、
蕭
思
話
の
到
着
を
待
た
ず
に
漢
中
（
梁
州
）
に
侵
攻
し
、
占
領
す
る
。
甄

法
護
は
逃
亡
し
た
。
元
嘉
十
一
年
正
月
、
蕭
思
話
は
先
遣
隊
と
し
て
蕭
承
之
の
軍
隊
を

梁
州
（
漢
中
）
に
派
遣
し
た
。
彼
ら
は
難
当
の
軍
勢
と
衝
突
し
、
交
戦
四
十
日
で
、
難

当
軍
を
撃
破
し
た
。
楊
難
当
は
敗
北
。
同
年
四
月
、
宋
軍
は
漢
中
を
奪
回
し
た
。
一
方
、

楊
難
当
は
同
年
四
月
に
使
者
を
派
遣
し
て
宋
朝
の
文
帝
に
「
謝
罪
文
」
を
奉
り
、
お
の

れ
の
立
場
を
説
明
し
、
許
し
を
請
う
て
い
る
（
氐
胡
伝
）。

（
2
）「
正
始
之
道
、
王
化
之
基
」（
毛
詩
序
、
周
南
、
召
南
）、「
順
天
者
存
在
、
逆
天
者
亡
」

（『
孟
子
』
離
婁
上
）。

（
3
）「
乃
眷
西
顧
」
は
、『
詩
経
』
大
雅
、
文
王
之
什
、
皇
矣
が
出
典
。

（
4
）
本
文
中
の
「
朝
無
暫
土
」
に
つ
い
て
は
、「
敝
邑
之
急
、
朝
不
及
夕
」（『
左
伝
』
襄
公
十

六
）
を
、「
樹
難
自
粛
」
に
つ
い
て
は
、「
樹
欲
静
而
風
不
止
（
子
が
親
を
養
お
う
と
し

て
も
、
親
は
死
ん
で
こ
の
世
に
い
な
い
と
い
う
た
と
え
）」
を
出
典
と
し
て
解
釈
し
た
。

宋奴

佛狗

○

文徳 保宗

元和

虎 順 和

難当
（429～442）

玄
（425～429）

撫

佛奴

毅（334～337）

定（385～394）盛（394～425）

楊難敵（317～334）

楊氏系図（ 1）　※『宋書』氐胡伝より作成
※在位年は三崎良章2012を参照した
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『
南
斉
書
』
巻
五
十
九
、
氐
伝
、
宕
昌
伝

氐
　

氐
族
の
楊
氏
は
、
苻
氏
と
同
様
に
略
陽
の
出
身
で
、
漢
の
時
代
よ
り
代
々
仇
池
に
住
み
、
そ
の
地
は
百
頃
と
号
し
て
い
た
。
後
漢
の
建
安

年
間
中
（
一
九
六
～
二
二
〇
）、
百
頃
の
氐
王
が
い
た
が
、
そ
れ
が
、
こ
の
楊
氏
の
氐
族
で
あ
る
。
晋
の
時
代
、
楊
茂

が
お
り
、
の
ち
次

第
に
強
盛
と
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
前
代
の
史
書
（『
宋
書
』
氐
胡
伝
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
仇
池
の
四
方
に
は
（
険
し
い
山
が
）
壁
の
よ

う
に
そ
び
え
立
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
ち
ょ
う
ど
楼
閣
や
や
ぐ
ら
と
な
り
、
敵
を
撃
退
す
る
天
然
の
要
塞
を
形
成
し
て
い
た
。
山
の
高
さ
は
、

み
な
数
丈
で
あ
っ
た
。
二
十
二
（
曲
り
）
の
道
が
あ
り
、
断
崖
の
縁
に
す
が
っ
て
登
る
こ
と
が
で
き
た
。
東
西
の
二
つ
の
門
が
あ
り
、
ま
が

り
く
ね
っ
た
山
道
が
七
里
ほ
ど
つ
づ
い
た
。
頂
上
に
は
、
小
高
い
丘
が
あ
り
、
泉
が
わ
き
出
て
い
た
。
氐
族
は
、
上
方
の
平
地
に
宮
殿
、
果

樹
園
、
菜
園
、
倉
庫
を
建
て
、
貴
賤
の
別
な
く
、
み
な
土
壁
で
板
葺
き
の
屋
根
の
家
屋
を
造
っ
た
。
治
所
は
、
洛
谷
と
い
っ
た
。

　

宋
の
元
嘉
十
九
年
（
四
四
二
）、
龍
驤
将
軍
の
裴
方
明
ら
が
氐
族
を
討
ち
、
仇
池
を
占
領
し
た
が
、
そ
の
後
、
北
魏
に
攻
撃
さ
れ
て
領
土

を
失
っ
た
。
氐
王
楊
難
当
の
従
兄
の
息
子
、
文
徳
は
茄
蘆
で
民
を
集
め
、
宋
朝
か
ら
爵
位
を
与
え
ら
れ
た
。
文
徳
が
死
亡
す
る
と
、
従
弟
の

僧
嗣
と
文
慶
が
相
次
い
で
こ
れ
に
代
っ
た
。
難
当
の
族
弟
、
広
香
は
す
で
に
北
魏
に
逃
亡
し
て
い
た
。
元
徽
年
間
（
四
七
三
～
四
七
七
）、

北
魏
は
文
慶
を
攻
撃
し
て
殺
害
し
、
広
香
を
陰
平
王
、
茄
蘆
鎮
主
と
し
た
。
文
慶
の
従
弟
、
文
弘
は
白
水
太
守
と
な
り
、
武
興
に
駐
屯
し
た
。

朝
議
は
、
文
弘
を
輔
国
将
軍
、
北
秦
州
刺
史
、
武
都
王
、
仇
池
公
と
し
た
。

　

太
祖
高
帝
（
蕭
道
成
）
は
即
位
す
る
と
、
異
民
族
を
懐
柔
し
た
い
と
思
っ
た
。
高
帝
は
、
建
元
元
年
（
四
七
九
）、
勅
書
を
下
し
て
言
っ

た
。「
む
か
し
絶
域
の
国
は
人
質
を
中
国
に
入
れ
、
前
代
の
歴
史
書
に
麗
し
い
こ
と
と
称
え
ら
れ
た
。
風
俗
を
異
に
す
る
異
国
が
、
真
心
か

ら
中
国
を
慕
っ
て
来
る
こ
と
（
内
款
）、
そ
の
評
判
は
、
し
ば
し
ば
記
録
さ
れ
て
い
る
（
声
流
往
記
）。
北
魏
（
＝
偽
虜
）
の
茄
蘆
鎮
主
、
陰
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平
郡
公
の
楊
広
香
は
、
同
族
に
対
し
て
怨
恨
の
心
を
抱
き
、
仲
間
た
ち
と
蜂
起
し
、
宋
朝
の
時
代
、
つ
い
に
そ
の
地
を
あ
げ
て
敵
（
北
魏
）

に
降
伏
し
た
。
茄
蘆
は
守
り
を
失
い
、
華
陽
（
漢
中
、
巴
・
蜀
）
は
騒
然
と
な
っ
た
。
し
か
し
近
頃
、
ひ
と
り
の
使
者
を
派
遣
し
、
わ
が
皇

帝
の
威
光
を
宣
揚
し
、
つ
づ
い
て
広
香
ら
が
祖
先
た
ち
の
忠
誠
心
を
追
想
し
て
、
わ
が
維
新
の
教
化
を
あ
お
ぎ
、
肌
ぬ
ぎ
に
な
っ
て
恭
順
の

意
を
し
め
し
、
降
伏
を
請
願
し
て
千
里
の
領
土
を
奉
還
し
た
。
氐
羌
の
さ
ま
ざ
ま
な
種
族
も
、
み
な
同
じ
く
帰
順
し
て
き
た
。
い
ま
こ
そ
彼

ら
を
受
け
入
れ
、
あ
わ
れ
ん
で
、
手
あ
つ
く
待
遇
す
る
の
が
よ
ろ
し
か
ろ
う
。
楊
広
香
は
過
ち
を
反
省
し
、
正
道
に
返
っ
た
の
で
あ
り
、
特

別
の
取
り
計
ら
い
で
褒
美
を
授
け
よ
う
。
部
曲
の
酋
長
た
ち
は
、
名
分
に
応
じ
て
褒
賞
を
あ
た
え
よ
う
。」
そ
し
て
、
高
帝
は
広
香
を
（
都
）

督
沙
州
諸
軍
事
、
平
羌
校
尉
、
沙
州
刺
史
に
任
じ
た
（『
南
斉
書
』
巻
二
高
帝
紀
下
、
建
元
元
年
七
月
丙
辰
、『
資
治
通
鑑
』
巻
一
三
五
、
建

元
元
年
七
月
）。
つ
い
で
高
帝
は
、
広
香
の
称
号
を
征
虜
将
軍
に
昇
進
さ
せ
た
。

　

梁
州
刺
史
の
范
柏
年
が
誅
殺
さ
れ
た
の
で
、
彼
の
親
任
す
る
将
軍
李
烏
奴
は
、
恐
れ
て
逃
亡
し
、
叛
乱
を
お
こ
し
た
。
楊
文
弘
が
李
烏
奴

を
受
け
入
れ
た
。
李
烏
奴
は
、
亡
命
し
た
千
余
人
を
率
い
て
梁
州
を
攻
め
た
が
、
刺
史
の
王
玄
邈
に
破
ら
れ
、
ふ
た
た
び
氐
族
の
中
に
逃
げ

帰
っ
た
（『
資
治
通
鑑
』
巻
一
三
五
、
建
元
元
年
十
月
、『
宋
書
』
巻
五
十
一
、
崔
慧
景
伝
）。
荊
州
刺
史
の
豫
章
王
嶷
は
、
軍
勢
を
派
遣
し

て
李
烏
奴
を
討
伐
し
よ
う
と
、
梁
州
に
檄
（
ふ
れ
文
）
を
ま
わ
し
た
。「
首
尾
よ
く
李
烏
奴
を
斬
殺
し
、
そ
の
首
を
送
っ
て
き
た
な
ら
ば
、

本
郡
（
梁
州
）
を
賞
と
し
て
与
え
、
烏
奴
の
田
宅
、
事
業
を
こ
と
ご
と
く
賜
与
す
る
」
と
。
楊
広
香
に
は
次
の
よ
う
な
書
簡
を
与
え
た
。

　
「
そ
も
そ
も
、
国
家
興
亡
は
必
ず
あ
り
、
反
逆
と
帰
順
は
常
に
あ
る
こ
と
は
、
古
今
と
も
に
一
貫
し
て
い
る
。
賢
者
も
愚
者
も
、
と
も
に

察
す
る
も
の
で
あ
る
。
梁
州
刺
史
の
范
柏
年
は
、
王
朝
を
あ
ざ
む
こ
う
と
す
る
考
え
を
抱
き
、（
沈
攸
之
の
反
乱
に
際
し
）
ど
っ
ち
つ
か
ず

の
態
度
を
き
め
こ
み
、
や
が
て
刺
史
の
交
代
を
告
げ
ら
れ
て
も
、
ぐ
ず
ぐ
ず
と
命
令
に
従
お
う
と
し
な
か
っ
た
。
最
後
に
、
范
柏
年
は
李
烏

奴
に
謀
叛
を
そ
そ
の
か
し
、
楊
文
弘
が
辺
境
の
諸
蛮
族
を
扇
動
し
て
反
乱
に
加
わ
っ
た
。
今
、
范
柏
年
は
す
で
に
捕
え
ら
れ
て
首
を
曝
さ
れ

た
。
李
烏
奴
は
敗
北
を
重
ね
て
お
り
、
残
党
の
数
を
み
れ
ば
、
自
滅
寸
前
で
あ
る
。
今
、
参
軍
行
晋
寿
太
守
の
王
道
寶
、
参
軍
事
行
、
北
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巴
・
西
新
巴
二
郡
太
守
の
任
湜
之
、
行
宕
渠
太
守
の
王
安
會
を
派
遣
す
る
。
彼
ら
は
三
千
の
精
鋭
を
率
い
、
風
の
よ
う
に
速
く
、
す
み
や
か

に
進
撃
し
、
水
上
を
行
く
時
は
電
光
の
よ
う
に
素
早
い
。
ま
た
、
輔
国
将
軍
三
巴
校
尉
の
明
恵
照
、
巴
郡
太
守
の
魯
休
烈
、
南
巴
西
太
守
の

柳
弘
称
、
益
州
刺
史
の
傅
琰
に
命
じ
、
優
れ
た
歩
兵
、
騎
兵
を
選
ん
で
馳
せ
参
じ
さ
せ
る
。
雍
州
の
水
軍
と
歩
兵
は
、
魏
興
に
至
り
、
山
東

の
僑
居
人
部
隊
と
と
も
に
南
鄭
で
合
流
す
る
。
あ
る
も
の
は
墊
江
に
船
を
う
か
べ
、
あ
る
も
の
は
劔
道
に
旗
を
翻
し
、
腹
と
背
中
か
ら
、
つ

む
じ
風
の
よ
う
に
湧
き
上
が
り
、
前
と
後
ろ
か
ら
電
撃
の
よ
う
に
攻
撃
す
る
。

　

楊
文
弘
は
、
反
逆
者
（
李
烏
奴
）
を
受
け
入
れ
、
常
に
反
乱
の
温
床
と
な
っ
て
、
外
に
対
し
て
は
皇
帝
の
威
光
を
侮
り
、
内
に
向
か
っ
て

は
同
族
を
虐
げ
た
。
し
か
し
、
君
（
楊
広
香
）
は
代
々
王
朝
に
忠
義
を
つ
く
し
、
理
順
を
よ
く
知
り
、
義
兵
を
お
こ
し
、
す
ぐ
に
（
斉
朝
）

大
軍
に
呼
応
し
、
斉
軍
と
と
も
に
前
後
か
ら
李
烏
奴
を
討
滅
し
、
よ
く
忠
勤
に
励
み
、
さ
か
ん
に
忠
誠
と
節
義
を
た
て
よ
う
と
す
る
。
沈
攸

之）
1
（

は
、
十
年
分
の
蓄
積
を
用
い
、
大
軍
を
動
員
し
た
が
、
軍
隊
は
境
界
を
出
撃
し
た
も
の
の
城
塞
は
潰
れ
、
兵
士
は
戦
わ
な
い
う
ち
に
自
滅

し
た
。
朝
廷
は
弓
箭
を
消
耗
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
士
民
は
傷
つ
き
、
苦
し
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
し
て
今
回
の
小
悪
人
（
烏
奴
）
の
ご
と

き
は
取
る
に
足
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
全
滅
さ
せ
る
に
、
ど
う
し
て
手
間
ひ
ま
が
か
か
ろ
う
か
。
私
は
か
た
じ
け
な
く
も
、
何
の
と
り
え
も
な

い
ま
ま
に
地
方
官
と
し
て
赴
任
し
（
分
陝
）、
南
蕃
の
こ
と
を
司
る
こ
と
に
な
っ
た
。
悪
気
を
清
め
、
け
が
れ
を
取
り
除
く
こ
と
、
そ
れ
を

任
務
と
わ
き
ま
え
る
。
こ
の
（
荊
州
の
）
府
庫
に
は
、
武
器
は
山
の
よ
う
に
積
ま
れ
、
旗
は
林
の
よ
う
に
そ
び
え
、
兵
士
は
強
力
で
、
鋭
い

武
器
を
蓄
え
、
威
力
を
増
す
。
困
難
を
取
り
除
き
、
敵
を
駆
除
す
る
の
に
、
ど
う
し
て
徴
集
を
待
と
う
か
。
た
だ
、
小
悪
人
を
裁
ち
切
る
の

に
、
大
き
な
斧
を
使
う
必
要
な
く
、
蚊
や
蚋
を
た
た
く
の
に
、
大
勢
の
力
を
借
り
る
こ
と
は
な
い
。
皇
帝
の
賢
明
さ
は
、
時
期
に
呼
応
し
、

皇
帝
の
恩
沢
は
広
く
地
を
お
お
っ
て
い
る
。
処
罰
は
悪
人
の
か
し
ら
だ
け
に
と
ど
め
、
そ
の
他
の
者
の
罪
は
問
わ
な
い
。
賞
罰
の
詳
細
は
、

別
に
書
き
記
す
。」

　

そ
し
て
、
預
章
王
嶷
は
、
王
道
寶
の
歩
兵
を
魏
興
よ
り
出
撃
さ
せ
、
軍
を
分
け
て
墊
江
を
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
と
、
晋
寿
で
合
流
さ
せ
た
。
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太
祖
高
帝
は
、
楊
文
弘
が
反
乱
し
た
の
で
、
楊
広
香
の
称
号
を
進
め
て
、
持
節
、
都
督
西
秦
州
刺
史
と
し
た
。
広
香
の
息
子
で
、
北
部
鎮
将

軍
郡
事
の
炅
を
、
征
虜
将
軍
、
武
都
太
守
と
し
た
。
ま
た
高
帝
は
、
楊
難
当
の
嫡
子
、
楊
後
起
を
持
節
、
寧
朔
将
軍
、
平
羌
校
尉
、
北
秦
州

刺
史
、
武
都
王
と
し
、
武
興
に
駐
屯
さ
せ
た
（『
南
斉
書
』
巻
二
高
帝
紀
下
、
建
元
二
年
十
一
月
、『
資
治
通
鑑
』
巻
一
三
五
、
建
元
二
年
十

月
～
十
一
月
）。
後
起
は
文
弘
の
従
兄
の
息
子
で
あ
っ
た
。

　

建
元
三
年
（
四
八
一
）、
楊
文
弘
が
降
伏
し
た
の
で
、
再
び
征
西
将
軍
、
北
秦
州
刺
史
に
任
命
し
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
広
香
が
病
死
し
、

氐
族
の
半
分
は
文
弘
の
も
と
に
逃
げ
、
半
分
が
梁
州
刺
史
の
崔
慧
景
の
も
と
に
行
っ
た
。
文
弘
は
、
従
子
の
後
起
を
進
撃
さ
せ
、
白
水
に
拠

点
を
構
え
さ
せ
た
。
白
水
は
、
晋
寿
の
上
流
に
あ
り
、
西
は
涪
の
境
界
に
接
し
、
東
は
益
路
に
沿
い
、
北
は
陰
平
と
茄
蘆
に
連
な
り
、
形
勝

の
地
を
な
し
て
い
た
。
晋
寿
太
守
の
楊
公
則
は
、
文
弘
と
後
起
の
動
向
に
つ
い
て
（
経
略
之
宜
）
逐
一
皇
帝
に
報
告
し
た
。
皇
帝
は
答
え
て

言
っ
た
。「
文
弘
の
罪
は
け
っ
し
て
許
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
政
略
に
関
す
る
事
柄
で
あ
り
、
し
ば
ら
く
恩
恵
を
施
す
の
で
あ
る
。

も
し
、
お
ま
え
が
白
水
を
撃
破
で
き
れ
ば
、
必
ず
や
、
あ
つ
く
褒
美
を
与
え
よ
う
。」（『
資
治
通
鑑
』
巻
一
三
五
、
建
元
三
年
七
月
）。

　

世
祖
武
帝
は
即
位
す
る
と
、
楊
後
起
の
称
号
を
冠
軍
将
軍
に
昇
進
さ
せ
た
。
永
明
元
年
（
四
八
三
）、
征
虜
将
軍
の
楊
炅
を
沙
州
刺
史
、

陰
平
王
と
し
た
。（『
資
治
通
鑑
』
巻
一
三
五
、
永
明
元
年
二
月
）
将
軍
の
称
号
は
も
と
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
永
明
二
年
（
四
八
四
）、
八
座

の
役
人
が
上
奏
し
て
申
し
上
げ
た
。「
楊
後
起
は
つ
と
め
て
、
斉
朝
の
徳
を
慕
っ
て
国
境
の
城
門
に
参
上
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
忠
義

は
辺
境
に
お
い
て
顕
著
で
あ
り
ま
す
。」
そ
こ
で
、
武
帝
は
、
後
起
の
称
号
を
征
虜
将
軍
に
昇
進
さ
せ
た
。
永
明
四
年
（
四
八
六
）、
後
起
が

死
亡
し
た
。（『
資
治
通
鑑
』
巻
一
三
六
）
武
帝
は
勅
書
を
下
し
て
言
っ
た
。「
後
起
は
、
急
に
倒
れ
、
死
没
し
た
。
い
た
ま
し
く
悲
し
い
。

辺
境
地
帯
を
統
御
す
る
た
め
に
、
後
継
者
の
選
抜
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
行
輔
国
将
軍
、
北
秦
州
刺
史
、
武
都
王
の
楊
集
始
は
、
才
幹
あ

り
、
落
ち
着
き
が
あ
る
。
心
は
忠
義
に
あ
ふ
れ
、
必
ず
辺
境
を
平
穏
に
し
、
民
を
安
寧
に
し
て
、
皇
帝
の
教
え
と
威
厳
を
宣
揚
で
き
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
ゆ
え
、
楊
集
始
を
持
節
、
輔
国
将
軍
、
北
秦
州
刺
史
、
平
羌
校
尉
、
武
都
王
に
任
命
し
よ
う
。」
武
帝
は
ま
た
、
後
起
の
弟
後
明
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を
、
龍
驤
将
軍
、
白
水
太
守
と
し
、
集
始
の
弟
の
集
朗
を
寧
朔
将
軍
と
し
た
（『
南
斉
書
』
巻
三
武
帝
紀
、
永
明
四
年
閏
正
月
丁
未
）。

　

永
明
五
年
（
四
八
七
）、
役
人
が
上
奏
し
て
言
っ
た
。「
集
始
は
、
狐
を
駆
り
た
て
、
棘
を
切
り
そ
ろ
え
、
辺
境
で
皇
帝
の
教
化
を
仰
い
で

い
ま
す
。
母
は
子
を
も
っ
て
貴
き
と
し
ま
す
の
で
、
栄
誉
と
寵
愛
を
授
与
す
る
の
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。」
そ
こ
で
武
帝
は
、
集
始
の
母

親
の
姜
氏
を
太
夫
人
と
し
、
銀
印
を
与
え
た
。
永
明
九
年
（
四
九
一
）、
八
座
の
役
人
が
上
奏
し
た
。「
楊
炅
は
、
西
方
の
牧
（
地
方
長
官
）

を
継
承
し
、
内
に
真
心
を
つ
く
し
て
お
り
ま
す
。
勲
章
を
増
や
し
、
遠
方
を
輝
か
し
た
方
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。」
そ
こ
で
称
号
を
前
将

軍
に
進
め
た
。

　

永
明
十
年
（
四
九
二
）、
集
始
が
反
乱
を
お
こ
し
、
氐
や
蜀
の
様
々
な
部
族
を
率
い
て
、
漢
川
を
襲
撃
し
た
。
梁
州
刺
史
の
陰
智
伯
は
軍

主
で
寧
朔
将
軍
の
桓
盧
奴
、
梁
季
群
、
宋
□
、
王
士
隆
ら
千
余
人
を
派
遣
し
て
、
こ
れ
を
防
が
せ
た
が
、
敗
北
し
、
退
却
し
て
白
馬
を
確
保

し
た
。
賊
一
万
余
人
は
、
兵
士
を
放
っ
て
城
柵
を
攻
撃
し
、
放
火
し
た
。
桓
盧
奴
は
、
賊
を
防
ぎ
、
城
を
守
っ
て
死
に
物
狂
い
で
戦
っ
た
。

陰
智
伯
も
ま
た
、
軍
主
の
陰
仲
昌
ら
の
歩
兵
騎
兵
数
千
人
を
派
遣
し
て
救
援
し
た
。
白
馬
城
の
東
の
千
溪
橋
に
至
り
、
互
い
に
離
れ
る
こ
と

数
里
で
、
集
始
ら
は
、
力
を
つ
く
し
て
斉
軍
を
攻
撃
し
た
の
で
、
斉
軍
は
、
城
の
内
も
外
も
奮
い
立
っ
て
迎
撃
し
た
。
そ
の
た
め
集
始
は
大

敗
し
、
十
八
の
陣
営
が
同
時
に
潰
走
し
、
数
千
人
が
殺
さ
れ
捕
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
集
始
は
、
北
魏
と
の
国
境
地
帯
に
逃
走
し
た
（『
魏
書
』

巻
一
〇
一
、
氐
伝
、『
資
治
通
鑑
』
巻
一
三
七
、
永
明
十
年
九
月
）。

　

隆
昌
元
年
（
四
九
四
）、
先
の
将
軍
、
楊
炅
を
使
持
節
、（
都
）
督
沙
州
諸
軍
事
、
平
西
将
軍
、
平
羌
校
尉
、
沙
州
刺
史
と
し
た
。
集
始
は

武
興
に
入
り
、
城
を
あ
げ
て
北
魏
に
降
伏
し
た
。
氐
族
の
符
幼
孫
は
、
義
挙
の
兵
を
お
こ
し
て
、
こ
れ
を
攻
撃
し
た
。

　

建
武
二
年
（
四
九
五
）、
氐
と
北
魏
が
漢
中
を
攻
撃
し
た
。
梁
州
刺
史
の
蕭
懿
は
、
先
の
氐
王
、
楊
後
起
の
弟
の
息
子
、
元
秀
に
義
兵
を

糾
合
さ
せ
た
の
で
、
氐
族
は
こ
れ
に
呼
応
し
て
北
魏
の
糧
道
を
遮
断
し
た
。
北
魏
も
ま
た
、
偽
南
梁
州
刺
史
、
仇
池
公
の
楊
霊
珍
を
泥
功
山

に
立
て
こ
も
ら
せ
、
防
戦
さ
せ
た
。
元
秀
が
病
死
し
た
の
で
、
符
幼
孫
は
、
元
秀
の
部
族
を
掌
握
し
た
。
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高
宗
は
勅
書
を
下
し
て
言
っ
た
。「
仇
池
公
の
楊
元
秀
は
、
氐
王
の
末
裔
で
あ
り
、
そ
の
心
は
忠
義
と
勇
気
に
あ
ふ
れ
、
北
魏
の
軍
勢
が

迫
っ
て
も
、
そ
の
誠
心
は
ま
す
ま
す
奮
い
立
ち
、
朝
廷
の
威
光
を
ひ
ろ
く
宣
揚
し
て
諸
族
を
招
致
し
た
。
万
里
は
等
し
く
契
り
を
交
し
、
諸

族
は
相
次
い
で
帰
順
し
た
。
楊
元
秀
の
真
心
は
顕
著
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
不
幸
に
し
て
、
楊
元
秀
は
死
没
し
、
朕

は
心
か
ら
悲
し
ん
で
い
る
。
そ
も
そ
も
死
者
に
は
恩
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
と
、『
陽
秋
（
春
秋
）』
も
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
栄
誉
あ
る
勲

章
を
楊
元
秀
に
授
与
し
、
奨
励
を
広
め
る
の
が
よ
ろ
し
か
ろ
う
。
楊
元
秀
に
仇
池
公
を
追
贈
し
、
称
号
を
持
っ
て
帰
国
さ
せ
よ
う
。」

　

氐
の
楊
馥
之
は
、
義
民
を
集
め
て
沮
水
関
に
駐
屯
し
、
白
馬
の
北
に
城
を
築
い
た
。
集
始
は
、
弟
の
集
朗
に
兵
を
率
い
さ
せ
、
黄
亘
で
軍

を
迎
撃
し
て
防
い
だ
が
、
戦
い
で
大
敗
し
た
。
集
始
は
下
辯
に
逃
走
し
、
馥
之
は
武
興
に
立
て
こ
も
っ
た
。
北
魏
の
軍
勢
も
つ
い
で
撤
退
し

た
。
馥
之
は
弟
の
昌
之
に
武
興
を
守
ら
せ
る
と
、
自
ら
兵
を
率
い
て
仇
池
に
拠
点
を
築
い
た
。
そ
こ
で
、
斉
の
明
帝
は
勅
書
を
下
し
て
言
っ

た
。「
氐
の
王
の
楊
馥
之
は
代
々
忠
義
を
集
め
、
部
曲
を
励
ま
し
、
彼
ら
を
率
い
て
辺
境
の
城
塞
で
功
績
を
あ
げ
た
。
よ
こ
し
ま
で
醜
い
反

逆
者
に
勝
利
し
、
全
滅
さ
せ
た
。
楊
馥
之
は
ま
た
、
内
で
は
朝
廷
の
規
律
を
受
け
、
外
で
は
夷
狄
を
な
つ
か
せ
た
。
真
心
は
明
ら
か
で
、
朕

は
こ
れ
を
非
常
に
喜
ん
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
楊
馥
之
を
持
節
、（
都
）
督
北
秦
・
雍
二
州
諸
軍
事
、
輔
国
将
軍
、
平
羌
校
尉
、
北
秦
州
刺
史
、

仇
池
公
に
任
じ
る
」（『
南
斉
書
』
巻
六
、
明
帝
紀
、
建
武
二
年
七
月
、『
資
治
通
鑑
』
巻
一
四
〇
、
建
元
二
年
七
月
）。

　

明
帝
は
、
沙
州
刺
史
の
楊
炅
の
称
号
を
進
め
て
安
西
将
軍
と
し
た
。
建
武
三
年
（
四
九
六
）、
炅
が
死
亡
し
た
の
で
、
明
帝
は
、
炅
の
息

子
の
崇
祖
を
仮
節
、（
都
）
督
沙
州
軍
事
、
征
虜
将
軍
、
平
羌
校
尉
、
沙
州
刺
史
、
陰
平
王
と
し
た
（『
南
斉
書
』
巻
六
、
明
帝
紀
、
建
武
三

年
正
月
、『
資
治
通
鑑
』
巻
一
四
〇
、
建
元
二
年
～
三
年
正
月
）。

　

建
武
四
年
（
四
九
七
）、
偽
南
梁
州
刺
史
の
楊
霊
珍
が
、
二
人
の
弟
、
婆
羅
、
阿
卜
珍
と
と
も
に
部
曲
三
万
余
人
を
率
い
、
城
を
あ
げ
て

帰
順
し
、
母
親
と
、
息
子
の
雙
健
、
阿
皮
を
南
鄭
に
送
っ
て
人
質
と
し
た
。
梁
州
刺
史
の
陰
広
宗
は
、
中
兵
参
軍
の
王
思
考
に
兵
を
率
い
さ

せ
て
救
援
し
た
が
、
北
魏
に
捕
え
ら
れ
、
婆
羅
と
阿
卜
珍
は
戦
死
し
た
。
楊
霊
珍
は
、
武
興
で
集
始
を
攻
撃
し
、
そ
の
二
人
の
弟
、
集
同
と
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集
衆
を
殺
し
た
。
集
始
は
困
り
果
て
、
降
伏
を
請
願
し
た
。（
明
帝
は
）
楊
霊
珍
を
持
節
、（
都
）
督
隴
右
軍
事
、
征
虜
将
軍
、
北
梁
州
刺
史
、

仇
池
公
、
武
都
王
に
任
命
し
た
（『
南
斉
書
』
巻
六
、
明
帝
紀
、
建
武
四
年
十
一
月
、『
資
治
通
鑑
』
巻
一
四
一
、
建
武
四
年
八
月
、
十
一

月
）。
永
元
二
年
（
五
〇
〇
）、
斉
朝
は
集
始
を
使
持
節
、（
都
）
督
秦
・
雍
二
州
軍
事
、
輔
国
将
軍
、
平
羌
校
尉
、
北
秦
州
刺
史
に
復
帰
さ

せ
た
。
霊
珍
は
、
後
に
北
魏
に
殺
さ
れ
た
。
北
魏
が
仇
池
を
陥
落
さ
せ
て
以
後
、
仇
池
の
奪
回
と
喪
失
は
く
り
か
え
さ
れ
た
。
宋
は
、
仇
池

を
郡
と
し
た
の
で
、
斉
も
氐
族
を
仇
池
に
封
じ
た
の
で
あ
る
。

注（
1
）
荊
州
刺
史
の
沈
攸
之
は
、
宋
朝
に
取
っ
て
代
わ
ろ
う
と
し
た
蕭
道
成
（
斉
の
太
祖
高
帝
）
に
反
抗
し
、
反
乱
を
お
こ
し
た
が
、
敗
北
、
自

害
し
た
（
四
七
八
年
、『
宋
書
』
巻
七
四
、
沈
攸
之
伝
）。

広香
（難当の族弟）

炅

祟祖

馥之昌之

阿卜珍 婆羅 霊珍

雙健阿皮

文度
（文徳の従弟）

文弘

集衆 集同 集始集朗

楊氏系図（ 2）
※『宋書』氐胡伝、『南斉書』氐伝より作成
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宕
昌
（
と
う
し
ょ
う
）

　

宕
昌
は
、
羌
の
種
族
で
あ
っ
た
。
各
々
の
部
族
が
酋
長
を
有
し
、
汧
と
隴
の
間
で
部
衆
を
領
有
し
た
。
宋
朝
は
そ
の
末
期
に
、
宕
昌
王
の

梁
彌
機
を
使
持
節
、（
都
）
督
河
・
涼
二
州
、
安
西
将
軍
、
東
羌
校
尉
、
河
・
涼
二
州
刺
史
、
隴
西
公
と
し
た
。
建
元
元
年
（
四
七
九
）、
斉

の
太
祖
高
帝
は
、
梁
彌
機
の
称
号
を
進
め
て
鎮
西
将
軍
と
し
た
。
ま
た
、
征
虜
将
軍
、
西
涼
州
刺
史
で
羌
王
の
像
舒
彭
も
ま
た
持
節
、
平
西

将
軍
に
昇
進
さ
せ
た
。
そ
の
後
、
彼
ら
は
叛
い
て
北
魏
に
降
伏
し
た
。
永
明
元
年
（
四
八
三
）、
八
座
の
役
人
が
上
奏
し
て
申
し
上
げ
た
。

「
先
の
使
持
節
、
都
督
河
・
涼
二
州
軍
事
、
鎮
西
将
軍
、
東
羌
校
尉
、
河
・
涼
二
州
刺
史
、
隴
西
公
、
宕
昌
王
の
梁
彌
機
、
お
よ
び
先
の
使

持
節
、
平
北
将
軍
、
西
涼
州
刺
史
、
羌
王
の
像
舒
彭
と
は
、
と
も
に
西
方
の
辺
境
地
帯
で
著
し
く
功
績
を
あ
げ
、
辺
境
を
安
寧
と
し
ま
し
た
。

以
前
の
官
爵
に
戻
し
て
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。」
武
帝
は
勅
書
を
下
し
、
そ
れ
を
許
可
し
た
（『
資
治
通
鑑
』
巻
一
三
五
、
永
明
元
年
二

月
）。
あ
わ
せ
て
隴
右
都
帥
の
羌
王
劉
洛
羊
を
輔
国
将
軍
と
し
た
。

　

梁
彌
機
が
死
亡
し
た
。
永
明
三
年
（
四
八
五
）、
武
帝
は
勅
書
を
下
し
て
言
っ
た
。「
行
宕
昌
王
の
梁
彌
頡
は
忠
心
よ
り
帰
順
し
、
西
方
辺

境
で
功
績
を
あ
げ
た
の
で
、
爵
命
を
加
え
、
藩
屏
の
手
本
に
す
る
の
が
よ
か
ろ
う
。
梁
彌
頡
を
使
持
節
、（
都
）
督
河
・
涼
二
州
諸
軍
事
、

安
西
将
軍
、
東
羌
校
尉
、
河
・
涼
二
州
刺
史
、
隴
西
公
、
宕
昌
王
に
任
命
す
る
」（『
南
斉
書
』
巻
三
武
帝
紀
、
永
明
三
年
八
月
）。（
そ
の

後
）
梁
彌
頡
が
亡
く
な
っ
た
。
永
明
六
年
（
四
八
八
）、
行
宕
昌
王
の
梁
彌
承
を
、
使
持
節
、（
都
）
督
河
・
涼
二
州
諸
軍
事
、
安
西
将
軍
、

東
羌
校
尉
、
河
・
涼
二
州
刺
史
、
宕
昌
王
に
任
命
し
た
（『
南
斉
書
』
巻
三
武
帝
紀
、
永
明
六
年
五
月
）。

　

宕
昌
の
使
者
が
軍
儀
書
と
伎
雑
書
を
求
め
て
き
た
の
で
、
武
帝
は
勅
書
を
下
し
て
答
え
た
。「
ご
要
望
の
軍
儀
な
ど
の
九
種
類
の
書
物
は
、

並
び
に
惜
し
む
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
軍
器
書
の
種
類
は
非
常
に
多
く
、
届
け
る
の
は
容
易
で
な
い
。
ま
た
、
内
伎
（
中
国
の
方
術
、
技

術
）
の
書
は
外
国
で
は
使
用
に
耐
え
な
い
。
秘
閣
（
宮
中
書
庫
）
に
所
蔵
さ
れ
る
図
書
は
原
則
と
し
て
外
に
持
ち
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

い
ま
特
別
に
勅
書
を
下
し
て
『
五
経
集
注
』
と
『
論
語
』
を
王
た
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
一
部
を
下
賜
す
る
。」
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宕
昌
の
習
俗
で
は
、
虎
の
皮
を
珍
重
し
た
。
虎
の
皮
は
死
者
を
送
る
さ
い
に
使
用
し
、
国
内
で
は
貨
幣
が
わ
り
に
な
っ
た
。

参
考
文
献
お
よ
び
略
号
（
五
十
音
順
）

梁
・
慧
皎
撰
『
高
僧
伝
』（
中
国
仏
教
典
籍
選
刊
）
中
華
書
局
、
一
九
九
二
年
。

梁
・
僧
祐
撰
『
出
三
蔵
記
集
』（
中
国
仏
教
典
籍
選
刊
）
中
華
書
局
、
一
九
九
五
年
。

内
田
吟
風
一
九
七
一
：「
蠕
蠕
伝
・
芮
芮
伝
訳
注
（
魏
書
・
宋
書
・
南
斉
書
・
梁
書
）」『
騎
馬
民
族
史
1
正
史
北
狄
伝
』
平
凡
社
（
東
洋
文
庫
）。

内
田
吟
風
一
九
八
〇
：
内
田
吟
風
編
『
中
国
正
史
西
域
伝
の
訳
註
』
京
都
。

小
田
義
久
一
九
六
八
：「
沮
渠
氏
と
仏
教
に
つ
い
て
」『
龍
谷
史
壇
』
第
六
〇
号
。

小
谷
・
菅
沼
二
〇
一
三
：�

小
谷
仲
男
、
菅
沼
愛
語
「
南
朝
正
史
西
戎
伝
と
『
魏
書
』
吐
谷
渾
・
高
昌
伝
の
訳
注
」『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研

究
科
研
究
紀
要
・
史
学
編
』
第
十
二
号
。

北
村
一
仁
二
〇
〇
九
：�「
南
北
朝
政
権
の
辺
境
統
治
に
関
す
る
一
考
察
―
仇
池
地
区
を
例
と
し
て
」『
研
究
論
集
（
河
合
文
化
教
育
研
究
所
）』
第
七

集
。

坂
元
義
種
一
九
六
九
：�「
五
世
紀
の
日
本
と
朝
鮮
の
国
際
的
環
境
―
中
国
南
朝
と
河
南
王
・
河
西
王
・
宕
昌
王
・
武
都
王
」『
京
都
府
立
大
学
学
術
報

告
・
人
文
』
第
二
十
一
号
。
坂
元
義
種
『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
日
本
と
朝
鮮
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）
に
再
録
。

坂
元
義
種
一
九
七
八
：『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
日
本
と
朝
鮮
』
吉
川
弘
文
館
。

谷
口
房
男
一
九
七
六
：「
晋
代
の
氐
族
楊
氏
に
つ
い
て
」『
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
』
三
〇
集
史
学
科
篇
Ⅱ
。

塚
本
善
隆
一
九
六
一
：『
魏
書
釈
老
志
の
研
究
』
仏
教
文
化
研
究
所
出
版
部
。
一
九
七
四
年
再
版
。

塚
本
善
隆
一
九
九
〇
：
魏
収
撰
、
塚
本
善
隆
訳
注
『
魏
書
釈
老
志
』
平
凡
社
（
東
洋
文
庫
）。
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杜
斗
城
一
九
九
八
：『
北
涼
仏
教
研
究
』
敦
煌
叢
刊
二
集
、
台
北
、
新
文
豊
出
版
。

馬
長
寿
二
〇
〇
六
：『
氐
与
羌
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社
（
初
版
は
一
九
八
四
年
、
上
海
出
版
社
）。

前
田
正
名
一
九
六
七
：「
四
世
紀
の
仇
池
国
」『
立
正
大
学
教
養
部
紀
要
』
創
刊
号
。

前
田
正
名
一
九
六
九
：「
四
～
五
世
紀
の
姑
蔵
城
」『
史
学
雑
誌
』
第
七
八
編
第
四
号
。

三
崎
良
章
一
九
八
六
：「
南
北
朝
の
対
外
政
策
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
氐
族
楊
氏
集
団
へ
の
冊
封
を
通
じ
て
」『
史
観
』
第
一
一
四
冊
。

三
崎
良
章
二
〇
〇
六
：『
五
胡
十
六
国
の
基
礎
的
研
究
』
汲
古
書
院
。

三
崎
良
章
二
〇
一
二
：『
五
胡
十
六
国
―
中
国
史
上
の
民
族
大
移
動
』
新
訂
版
、
東
方
書
店
。

柳
瀬
光
朗
一
九
八
八
：「
沮
渠
蒙
遜
と
曇
無
讖
の
関
係
」『
大
正
史
学
』
巻
一
八
。

吉
川
忠
夫
・
船
山
徹
二
〇
〇
九
：『
高
僧
伝
』（
一
）
～
（
四
）
岩
波
文
庫
。
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